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止（南区） …………………………………………………… 72
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○長期間駐車されていた自転車等の移動（南 
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○長期間駐車されていた自転車等の移動（南 

区） …………………………………………………………… 73

○建築基準法による告示対象区域における一

の敷地とみなすこと等の認定の取消し（西 
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○建築基準法による道路の位置の指定（西 
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○放置自転車等の撤去（西区）　２件……………………… 74

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安 
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第１１２７号　―５―令和６年４月３０日 広 島 市 報
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○住居表示実施区域内の街区の区域の変更 
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伯区） ………………………………………………………… 83

○放置自転車等の撤去（佐伯区） …………………………… 83

○道路の区域変更（佐伯区） ………………………………… 83

○建築基準法による道路の位置の廃止（佐伯 

区） …………………………………………………………… 83
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―６―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

条 例

広島市長　　松　井　一　實



第１１２７号　―７―令和６年４月３０日 広 島 市 報



―８―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



第１１２７号　―９―令和６年４月３０日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



―１０―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報



第１１２７号　―１１―令和６年４月３０日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實 広島市長　　松　井　一　實



―１２―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



第１１２７号　―１３―令和６年４月３０日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



―１４―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



第１１２７号　―１５―令和６年４月３０日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



―１６―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



第１１２７号　―１７―令和６年４月３０日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實



―１８―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報



第１１２７号　―１９―令和６年４月３０日 広 島 市 報



―２０―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報



第１１２７号　―２１―令和６年４月３０日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



―２２―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報



第１１２７号　―２３―令和６年４月３０日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



―２４―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



第１１２７号　―２５―令和６年４月３０日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



―２６―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



第１１２７号　―２７―令和６年４月３０日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實



―２８―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報



第１１２７号　―２９―令和６年４月３０日 広 島 市 報



―３０―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報



第１１２７号　―３１―令和６年４月３０日 広 島 市 報

規 則

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實 広島市長　　松　井　一　實



―３２―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



第１１２７号　―３３―令和６年４月３０日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



―３４―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實 広島市長　　松　井　一　實



第１１２７号　―３５―令和６年４月３０日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



―３６―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



第１１２７号　―３７―令和６年４月３０日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



―３８―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報



第１１２７号　―３９―令和６年４月３０日 広 島 市 報



―４０―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報



第１１２７号　―４１―令和６年４月３０日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實



―４２―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實 広島市長　　松　井　一　實



第１１２７号　―４３―令和６年４月３０日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



―４４―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實



第１１２７号　―４５―令和６年４月３０日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實



―４６―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報



第１１２７号　―４７―令和６年４月３０日 広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實



―４８―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實



第１１２７号　―４９―令和６年４月３０日 広 島 市 報



―５０―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實



第１１２７号　―５１―令和６年４月３０日 広 島 市 報

広島市告示第８３号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので、同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和６年３月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第８４号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項に

規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指

定したので、同法第７８条の１１第１号の規定により告示しま

す。

　指定年月日　令和６年３月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第８５号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社幸和
さくら・介護
ステーション
ふるいちばし

広島市安佐南
区古市四丁目
４番２８号ク
レスト古市橋
２０３号室

訪問介護

株式会社ＰＩ
ＥＣＥ

訪問看護ピー
ス

広島市南区東
雲一丁目８番
１９号ＰＩＥ
ＣＥビル４Ｆ

訪問看護及び介
護予防訪問看護

医療法人社団
生仁会

福井内科訪問
看 護 ス テ ー
ション

広島市安佐南
区長楽寺二丁
目１３番３０
号－２Ｆ

訪問看護及び介
護予防訪問看護

株式会社ＮＥ
ＷＳ

ｎｅｗｓｐｌ
ｕｓ

広島市西区古
江東町５番２
６号

通所介護

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社土屋
定期巡回サー
ビス土屋広島

広島市中区宝
町５番１０号
ウイング宝町
サード１９０
６号室

定期巡回・随時
対応型訪問介護
看護

で、広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　令和６年３月１日

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第８６号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日　

　広島市民球場条例（平成２０年広島市条例第７号）第２０条第

１項の規定に基づき、広島市民球場の呼称を次のとおり定めたの

で、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　呼称を定めた施設

　　広島市民球場

２　呼称

　　ＭＡＺＤＡ　Ｚｏｏｍ－Ｚｏｏｍスタジアム広島

　　（略称　マツダ　スタジアム）

３　呼称を使用する期間

　　令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで



広島市告示第８７号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日　

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の６第

１項の規定に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので、

同条第２項の規定により下記のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

記



広島市告示第８８号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日　

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の７第

１項の規定に基づき指定避難所を指定したので、同条第２項にお

いて準用する同法第４９条の４第３項の規定により、下記のとお

り告示します。

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社幸和
さくら・介護
ステーション
ふるいちばし

広島市安佐南
区古市四丁目
４番２８号ク
レスト古市橋
２０３号室

訪問介護サービ
ス、生活援助特
化型訪問サービ
ス

株式会社ＮＥ
ＷＳ

ｎｅｗｓｐｌ
ｕｓ

広島市西区古
江東町５番２
６号

１日型デイサー
ビス

名称 所在地
取り消した
適応災害

桧山森とむら交流
センター

広島市安佐北区白木町
大字市川６３９５

高潮、洪水

告 示
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広島市長　　松　井　一　實　

記



広島市告示第８９号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務

を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

２　委託した期間

　　令和６年３月１日から令和６年３月３１日まで



広島市告示第９０号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市大型ごみ収集運搬手数料の収納事務を

次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託した者



広島市告示第９１号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日　

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に

基づき、市道の路線の供用開始を行った、令和６年２月２７日付

け広島市告示第７３号を次のように訂正します。

広島市長　　松　井　一　實　

名称 所在地

湯来西公民館 広島市佐伯区湯来町大字多田２７１２

名称 住所 代表者

株式会社フジ
広島市南区段原南一丁目
３番５２号

代表取締役　山
口　普

業者名 所在地 代表者

株式会社フジ
広島市南区段原南一丁目
３番５２号

代表取締役　山
口　普

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
東３区
２８５
号線

東区中山中町９０２番地６
地先 令和６年２月２

７日東区中山中町９０７番地３
地先

市　道

安佐南
１区５
２９号

安佐南区川内二丁目１６４
５番地１８地先 令和６年２月２

７日安佐南区川内二丁目１６４

線 ５番地９地先

市　道

安佐南
１区５
３０号
線

安佐南区緑井七丁目１９４
０番地１地先 令和６年２月２

７日安佐南区緑井七丁目１９４
０番地２１地先

市　道

安佐南
３区８
８７号
線

安佐南区長束五丁目１０７
１番地６地先 令和６年２月２

７日安佐南区長束五丁目１０７
１番地１４地先

市　道

安佐北
２区１
１３８
号線

安佐北区口田南六丁目１４
８１番地５地先 令和６年２月２

７日安佐北区口田南六丁目１４
８１番地１０地先

市　道

安佐北
３区１
０１６
号線

安佐北区三入二丁目１１６
０番地１地先 令和６年２月２

７日安佐北区三入二丁目１１６
０番地９地先

市　道

安佐北
３区１
０１７
号線

安佐北区三入二丁目１１６
０番地６地先 令和６年２月２

７日安佐北区三入二丁目１１６
０番地６地先

市　道

安佐北
４区５
０７号
線

安佐北区安佐町大字鈴張字
平尾台４９７５番地２７９
地先 令和６年２月２

７日安佐北区安佐町大字鈴張字
平尾台４９７５番地３５８
地先

市　道
佐伯４
区５８
５号線

佐伯区海老園三丁目１０６
５番地２１地先 令和６年２月２

７日佐伯区海老園三丁目１０６
３番地１地先



広島市告示第９２号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ４ 日　

　広島市道路附属物駐車場条例（平成６年広島市条例第２５号）

第３条の規定に基づき、令和６年２月１３日付け広島市告示第５

４号の「１　休止する駐車場及び期間」を次のとおり改正しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第９３号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ６ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、「広島市民球場東バス駐車場の警備・運営及

駐車場名 区画数 日時

広島市市営大手町
第一駐車場

１７区画
令和６年２月２５日（日）午後
１０時から同月２６日（月）午
後５時まで

広島市市営小町第
二駐車場

３４区画
令和６年２月２６日（月）午後
１０時から同月２７日（火）午
後５時まで

広島市市営富士見
町第四駐車場

２９区画
令和６年２月２７日（火）午後
１０時から同月２８日（水）午
後５時まで
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び利用料金収納業務（単価契約）」の収納事務を次のとおり委託

したので、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　　広島市中区舟入幸町１５番３号

　　株式会社　ニットー

　　代表取締役　馬野　恭彰

２　歳入の種類

　　観光バス駐車場の貸付収入

３　委託した期間

　　令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで



広島市告示第９４号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ６ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第９５号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ６ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

訪 問 看 護 ス
テーションな
な

広島市西区南観
音八丁目４－５
パークヒルズ谷
本１０２号室

令和６年２月
１日

令和１２年１
月３１日

訪 問 看 護 ス
テーション　
ｔｏｉｒｏ

広島市安佐南区
緑井二丁目８－
５リングッド４
０１

令和６年２月
１日

令和１２年１
月３１日

かめやま薬局
広島市安佐北区
亀山三丁目６－
２６

令和６年２月
１日

令和１２年１
月３１日

訪 問 看 護 ス
テーション　
スープ五日市

広島市佐伯区五
日市中央五丁目
１３－１６

令和６年２月
１日

令和１２年１
月３１日

広島市告示第９６号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ６ 日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関の指定の更新をしたので、生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第９７号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ６ 日　

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　休止する駐車場及び期間

２　休止する理由

　　中区建設部維持管理課が行う市営中島町第一駐車場及び市営

中島町第二駐車場周辺の樹木剪定作業の実施にあたって、当駐

車場の利用を制限することにより、倒木等による利用者への危

険を回避するため。



広島市告示第９８号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日　

　広島市公共下水道築造事業計画を変更するため、下水道法施行

令（昭和３４年政令第１４７号）第３条の規定により、変更に係

る予定処理区域等を次のとおり告示します。この関係図面は、令

和６年３月７日から同月２１日（告示日から２週間）まで広島市

下水道局施設部計画調整課において一般の縦覧に供します。

　なお、利害関係人は、この告示の日から縦覧期間満了の日まで

に意見書を提出することができます。

広島市長　　松　井　一　實　

１　事業計画の名称

　　広島市公共下水道築造事業計画

２　変更に係る予定処理区域

　　広島市南区　　　出島四丁目

　　　　　安佐北区　安佐町

　　　　　佐伯区　　湯来町、五日市町、八幡東四丁目

３　変更に係る工事の完成の予定年月日

駐車場名 区画数 休止する期間

広島市市営中島町
第一駐車場

１９区画
令和６年３月１７日（日）午後
１０時から同月１８日（月）午
後５時まで

広島市市営中島町
第二駐車場

２３区画
令和６年３月１７日（日）午後
１０時から同月１８日（月）午
後５時まで
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　　令和８年３月３１日



広島市告示第９９号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ８ 日　

　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第１項の規

定に基づき、土地及び家屋に関する令和６年度の土地価格等縦覧

帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を次のとおり縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　縦覧期間

　　令和６年４月１日（月）から同月３０日（火）までとします

（土曜日、日曜日及び祝日を除きます。）。

　　ただし、令和６年１月１２日付け広島市告示第２０号により

令和６年度の固定資産税の第１期の納期限が延長される者につ

いては、別途広島市告示で定める期日までとします。

２　縦覧時間

　　午前８時３０分から午後５時１５分までとします。

３　縦覧場所

　　固定資産（土地又は家屋）の所在地により、次のとおりとし

ます。

　　ただし、上記１のただし書に規定する別途広島市告示で定め

る期日が、令和６年５月１日以降の日である場合には、令和６

年５月１日以降の縦覧は、各市税事務所又は各税務室において

のみ行います。

　　なお、出張所においては、各出張所の所管区域内の土地又は

家屋についてのみ縦覧することができます。

固定資産
の所在地

縦覧場所

中 区
中央市税事務所
（中区役所内）

（中区国泰寺町一丁目４番
２１号）

東 区

東部市税事務所
（東区役所内）

（東区東蟹屋町９番３８ 
号）

温品出張所
（東区温品五丁目１番１８
号）

南 区

中央市税事務所
（中区役所内）

（中区国泰寺町一丁目４番
２１号）

南税務室
（南区役所内）

（南区皆実町一丁目５番４
４号）

西 区
西部市税事務所
（西区役所内）

（西区福島町二丁目２番１
号）

安佐南区

北部市税事務所
（安佐南区役所内）

（安佐南区古市一丁目３３
番１４号）

佐東出張所
（安佐南区緑井六丁目２９
番２８号）

園出張所
（安佐南区園二丁目４８
番７号）

沼田出張所
（安佐南区伴東七丁目６４
番８号）

安佐北区

北部市税事務所
（安佐南区役所内）

（安佐南区古市一丁目３３
番１４号）

安佐北税務室
（安佐北区役所内）

（安佐北区可部四丁目１３
番１３号）

白木出張所 （安佐北区白木町大字秋山

２３９１番地の４）

高陽出張所
（安佐北区深川五丁目１３
番７号）

安佐出張所
（安佐北区安佐町大字飯室
３０５２番地の１）

安 芸 区

東部市税事務所
（東区役所内）

（東区東蟹屋町９番３８ 
号）

安芸税務室
（安芸区役所内）

（安芸区船越南三丁目４番
３６号）

中野出張所
（安芸区中野三丁目２０番
９号）

阿戸出張所
（安芸区阿戸町６２５７番
地の２）

矢野出張所
（安芸区矢野東五丁目７番
１８号）

佐 伯 区

西部市税事務所
（西区役所内）

（西区福島町二丁目２番１
号）

佐伯税務室
（佐伯区役所内）

（佐伯区海老園二丁目５番
２８号）

湯来出張所
（佐伯区湯来町大字和田１
６６番地）

４　縦覧できる人

　　土地価格等縦覧帳簿

　　　固定資産税が課税されている土地を所有する人（縦覧で

きるのは、その土地が所在する区に係る縦覧帳簿に限りま 

す。）

　　家屋価格等縦覧帳簿

　　　固定資産税が課税されている家屋を所有する人（縦覧で

きるのは、その家屋が所在する区に係る縦覧帳簿に限りま 

す。）



広島市告示第１００号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ８ 日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市安佐北区深川六丁目の１４１８番、１４２０番１、１

４３０番１、１４３０番２、１４３１番、１４３２番、１４

３３番、１４４１番９及び１４４１番１０

２　開発面積

　　３，８０１．４３㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島県福山市南蔵王町六丁目１２番２２号

　　ワウハウス株式会社

　　代表取締役　中島　美彦

４　検査済証交付年月日

　　令和６年３月８日



広島市告示第１０１号　



第１１２７号　―５５―令和６年４月３０日 広 島 市 報

令 和 ６ 年 ３ 月 ８ 日　

　以下の者について、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第３０条の１１第１項の確認をしましたので、同法第５

８条の１１第１号の規定により公示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　子ども・子育て支援施設等の種類

　　児童福祉法第５９条の２第１項に規定する認可外保育施設

（第７条第１０項第４号関係）

２　特定子ども・子育て支援提供者の名称、提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

　　別紙のとおり

３　確認年月日

　　令和６年３月１日

別紙　略



広島市告示第１０２号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ８ 日　

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき、路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　休止する駐車場及び期間

２　休止する理由

　　南区建設部維持管理課が行う市営的場町駐車場周辺の東部河

岸緑地園路修繕作業の実施にあたって、当駐車場の利用を制限

する必要があることから休止することとする。



広島市告示第１０３号　

令和６年３月１３日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市佐伯区八幡一丁目の８８３番２、８８４番１、８８４

番２、８８４番３の一部、８８４番４の一部及び８８４番５

の一部

２　開発面積

　　２，５７６．８４㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市中区国泰寺町二丁目４番７号

　　株式会社トータテ都市開発

　　代表取締役　川西　亮平

駐車場名 区画数 休止する期間

広島市市営的場町
駐車場

２区画
令和６年３月１１日（月）午後
１０時から同月１４日（木）午
後５時まで

４　検査済証交付年月日

　　令和６年３月１３日



広島市告示第１０４号　

令和６年３月１３日　

　地域包括支援センターの所在地の変更の届出があったので、介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６第１１項

の規定により読み替えて適用される同法第６９条の１４第３項の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更の届出のあった地域包括支援センターの名称

　　広島市瀬野川・船越地域包括支援センター

２　変更事項及び変更内容

３　変更の期日

　　令和６年４月１日



広島市告示第１０５号　

令和６年３月１３日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第１０６号　

令和６年３月１３日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から休止の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

変更事項
変更内容

変更前 変更後

地域包括支援セン
ターの所在地

広島市安芸区中野３
丁目９－５

広島市安芸区中野２
丁目１５－７

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

大谷しょうい
ちろう乳腺ク
リニック

広島市中区大手
町一丁目５－１
２

令和６年２月
１日

令和１２年１
月３１日

まっぷデンタ
ルクリニック

広島市安佐南区
古市一丁目３０
－２８宮原ビル
１Ｆ

令和６年３月
１日

令和１２年２
月２８日

ミック・ヤマ
モト薬局

広島市安佐南区
山本一丁目２１
－１３

令和６年３月
１日

令和１２年２
月２８日



―５６―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第１０７号　

令和６年３月１３日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる指定医療機関　略



広島市告示第１０８号　

令和６年３月１３日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので、生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第１０９号　

令和６年３月１３日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市西区己斐上二丁目の１３０６番７の一部、甲１３２６

番３の一部、乙１３２６番の一部、１３２６番４の一部、１

３２６番１３の一部、１３２６番２１の一部、１３２６番２

２の一部、１３２６番４３の一部、１９４６番１の一部、１

９６５番１の一部、１９６６番１及び甲１９６６番

２　開発面積

　　２，９５７．３２㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市南区丹那町２２番１１号

　　株式会社ヒスマ

　　代表取締役　菅　雅則

４　検査済証交付年月日

　　令和６年３月１３日



広島市告示第１１０号　

令和６年３月１４日　

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき、広島市市営的場町駐車場の休止を定めた令和

６年３月８日付け広島市告示第１０２号を次のとおり改正しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

　表広島市市営的場駐車場の項中「同月１４日（木）午後５時ま

で」を「同月１５日（金）午後５時まで」に改める。



広島市告示第１１１号　

令和６年３月１５日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市安佐南区伴中央四丁目の３６９４番１、３６９４番

２、３６９４番３、３６９５番１、３６９５番２、３６９５

番３、３６９５番４、３６９６番、３６９８番１の一部、３

６９８番３、３６９９番、３７００番１、３７００番２、３

７０１番、３７０２番、３７０３番１、３７０３番２の一

部、３７０５番１の一部、３７０７番３及び３７０８番３

２　開発面積

　　７，４０９．１９㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市西区横川町三丁目８番６号

　　株式会社　信和ホーム

　　代表取締役　和田　正男

４　検査済証交付年月日

　　令和６年３月１５日



広島市告示第１１２号　

令和６年３月１５日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１

項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条

第３項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　ダイレックス五日市北店

　　所在地　広島市佐伯区八幡一丁目８４２番ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　　ダイレックス株式会社

　　代表取締役　多田　高志

　　佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地



第１１２７号　―５７―令和６年４月３０日 広 島 市 報

３　大規模小売店舗において小売業を行う者

　　ダイレックス株式会社

　　代表取締役　多田　高志

　　佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地

４　大規模小売店舗の新設をする日

　　令和６年１１月１５日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　１，２９８平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　　別紙１のとおり

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　　別紙２のとおり

８　届出年月日

　　令和６年３月１４日

９　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

　　　広島市佐伯区役所市民部区政調整課

１０　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年３月１５日から令和６年７月１５日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９

号）第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

１１　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

１２　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年７月１５日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略



広島市告示第１１３号　

令和６年３月１８日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により

公印の押なつに代えることを承認し、同条第２項の規定に基づ

き、告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

文書名
印影を印刷する

公印の名称

・市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼
税額決定通知書（当初）

・市民税・県民税・森林環境税納税通知書
（当初）

・市民税・県民税・森林環境税税額決定通知
書（当初）

市長印



広島市告示第１１４号　

令和６年３月１８日　

　土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第４５条第２項

の規定により広島市大塚中央土地区画整理組合の解散を認可した

ので、同条第５項の規定により公告します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第１１５号　

令和６年３月１８日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき、印影の印刷により公印の押な

つに代えることを承認し、告示した次の文書については、令和６

年３月３１日をもって、印影の印刷により公印の押なつに代える

ことをやめることとしましたので、告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第１１６号　

令和６年３月１８日　

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき、特賃住宅を除く市営住宅の令和６年４月から

令和７年３月までの家賃について別紙のとおり定めます。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示第１１７号　

令和６年３月１８日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

文書名
告示日

告示番号
印影を印刷する

公印の名称

・市民税・県民税納
税通知書兼税額決
定通知書（当初）

・市民税・県民税納
税通知書（当初）

・市民税・県民税税
額決定通知書（当
初）

平成２６年３月１７日
広島市告示第１２６号

市長印



―５８―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市安佐北区可部東四丁目の５５５番３、５５６番１、５

６７番１、５６７番２、５６８番１、５６８番４の一部及び

５６９番１

２　開発面積

　　３，４００．２６㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　東京都千代田区一番町２１番地

　　日本セイフティー株式会社

　　代表取締役　西田　伸一郎

４　検査済証交付年月一日

　　令和６年３月１８日



広島市告示第１１８号　

令和６年３月１９日　

　国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）第八十条の

二の規定に基づき、国民健康保険料の収納事務を次のとおり委託

したので、国民健康保険法施行令（昭和三十三年政令第三百六十

二号）第二十九条の二十三の規定により告示します。

　また地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）第百五十

八条の規定に基づき、国民健康保険税の収納事務を次のとおり委

託したので、同法第百五十八条の二の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　（提携コンビニエンスストア本部一覧）

２　収納事務を委託した期間

　　令和６年４月１日から令和１１年３月３１日



名称 住所 代表者

株式会社電算シス
テム

岐阜県岐阜市日置江一丁
目５８番地

代表取締役　高
橋　譲太

名称 住所

株式会社セブン－
イレブン・ジャパ
ン

東京都千代田区二番町８番地８

株式会社ローソン 東京都品川区大崎一丁目１１番２号

株 式 会 社 フ ァ ミ
リーマート

東京都港区芝浦三丁目１番２１号

山崎製パン株式会
社

東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号

ミニストップ株式
会社

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

株式会社ポプラ
広島県広島市安佐北区安佐町大字久地６６
５番地の１

株式会社セイコー
マート

北海道札幌市中央区南９条西５丁目４２１
番地

株式会社しんきん
情報サービス

東京都港区港南一丁目８番２７号

広島市告示第１１９号　

令和６年３月１９日　

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和６年３月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）



広島市告示第１２０号　

令和６年３月１９日　

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　下水の処理を開始する年月日

　　令和６年３月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水及び
雨水を排除

安佐南区 園八丁目の一部

分流

安芸区 中野三丁目の一部

汚水を排除

東区 馬木七丁目の一部

安佐南区
相田四丁目及び山本六丁目
の各一部

安佐北区

口田南六丁目、可部町大字
勝木、可部町大字桐原、大
林町、三入二丁目、可部八
丁目及び安佐町大字後山の
各一部

安芸区 中野東六丁目の一部

佐伯区 五日市町大字上河内の一部

下水を処理する区域 終末処理場の位置
及び名称区名 町名

東区 馬木七丁目の一部



第１１２７号　―５９―令和６年４月３０日 広 島 市 報

安佐南区
相田四丁目、園八丁目及
び山本六丁目の各一部

位置：広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：広島市西部水資
源再生センター安佐北区

口田南六丁目、可部町大字
勝木、可部町大字桐原、大
林町、三入二丁目、可部八
丁目及び安佐町大字後山の
各一部

佐伯区 五日市町大字上河内の一部

安芸区
中野三丁目及び中野東六丁
目の各一部

位置：広島市南区向洋
沖町１番１号

名称：太田川流域下水
道東部浄化セン
ター



広島市告示第１２１号　

令和６年３月１９日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき、印影の印刷により公印の押な

つに代えることを承認し、告示した次の文書については、令和６

年３月３１日をもって、印影の印刷により公印の押なつに代える

ことをやめることとしましたので、告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第１２２号　

令和６年３月２１日　

　高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十

号）第百十四条の規定に基づき、後期高齢者医療保険料の収納事

務を次のとおり委託したので、高齢者の医療の確保に関する法律

施行令（平成十九年政令第三百十八号）第三十三条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　（提携コンビニエンスストア本部一覧）

文書名
告示日

告示番号
印影を印刷する

公印の名称

・施設等利用給付認
定通知書

令和元年９月２０日
広島市告示第２２０号

教育委員会
専用市長印

・広島市実費徴収に
係る補足給付費支
給決定通知書

・広島市実費徴収に
係る補足給付費不
支給決定通知書

令和２年３月３０日
広島市告示第１２９号

教育委員会
専用市長印

名称 住所 代表者

株式会社電算シス
テム

岐阜県岐阜市日置江一丁
目５８番地

代表取締役　高
橋　譲太

名称 住所

株式会社セブン－
イレブン・ジャパ
ン

東京都千代田区二番町８番地８

株式会社ローソン 東京都品川区大崎一丁目１１番２号

株 式 会 社 フ ァ ミ
リーマート

東京都港区芝浦三丁目１番２１号

山崎製パン株式会
社

東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号

ミニストップ株式
会社

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

株式会社ポプラ
広島県広島市安佐北区安佐町大字久地６６
５番地の１

株式会社セイコー
マート

北海道札幌市中央区南９条西５丁目４２１
番地

株式会社しんきん
情報サービス

東京都港区港南一丁目８番２７号

２　徴収事務を委託した期間

　　令和６年４月１日から令和１１年３月３１日



広島市告示第１２３号　

令和６年３月２１日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市佐伯区千同三丁目の４１９番１の一部、４１９番３、

１３６４番１、１３６４番２、１３６６番２、１３６７番１

の一部及び１３６７番３

２　開発面積

　　２，２５８．９７㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市南区段原日出二丁目２番２２号

　　日東不動産株式会社

　　代表取締役　東　正治

４　検査済証交付年月日

　　令和６年３月２１日



広島市告示第１２４号　

令和６年３月１９日　

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第５条の１０の規定に

基づき、都市公園と道路とが相互に効用を兼ねる区域について、

次のとおり協定を締結しました。

　その関係図書は、令和６年３月１９日から同年４月２日まで広

島市都市整備局緑政課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第１２５号　

名称 協定締結区域 協定締結年月日

中央公園
広島市中区基町１番１３地
先から１０地先まで

令和６年３月１
９日



―６０―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

令和６年３月２１日　

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１９条第１項の規定に

基づき、広島市の区域の境界に係る道路の管理の方法について、

次のとおり協議が成立しましたので、同条第５項の規定に基づ

き、告示します。

　その関係図書は、令和６年３月２１日から同年４月４日まで広

島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

　管理協定の対象とする道路等



広島市告示第１２６号　

令和６年３月２１日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき、印影の印刷により公印の押な

つに代えることを承認し、告示した次の文書については、令和６

年３月３１日をもって、印影の印刷により公印の押なつに代える

ことをやめることとしましたので、告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第１２７号　

令和６年３月２１日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により

公印の押なつに代えることを承認し、同条第２項の規定に基づ

き、告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

路線名 橋梁名 摘要
維持

管理者

一般国道２号 石仏橋
橋梁延長　１７．９メートル
幅　　員　１７．０メートル

広島県

文書名
告示日

告示番号
印影を印刷する

公印の名称

青少年指導員証
平成６年４月１８日

広島市告示第２１３号
市長印

文書名
印影を印刷する

公印の名称

・市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼
税額決定通知書（変更）

・市民税・県民税・森林環境税納税通知書
（変更）

・市民税・県民税・森林環境税税額決定通知
書（変更）

・市民税・県民税・森林環境税納税通知書兼
税額変更通知書

・市民税・県民税・森林環境税賦課決定通知
書

・市民税・県民税・森林環境税賦課決定通知
書兼税額決定通知書

・市民税・県民税・森林環境税賦課決定通知
書兼税額変更通知書

市長印

・市民税・県民税・森林環境税税額変更通知
書

・市民税・県民税・森林環境税賦課決定（減
額）通知書

・市民税・県民税・森林環境税賦課決定（減
額）通知書兼税額決定通知書

・市民税・県民税・森林環境税賦課決定（減
額）通知書兼税額変更通知書

・市民税・県民税・森林環境税（普通徴収
分）賦課決定通知書兼納税通知書



広島市告示第１２８号　

令和６年３月２２日　

　地方自治法施行令第百五十八条第１項の規定に基づき、母子父

子寡婦福祉資金貸付金償還金の収納事務を次のとおり委託したの

で、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　（提携コンビニエンスストア本部一覧）

２　収納事務を委託した期間

　　令和６年４月１日から令和１１年３月３１日



広島市告示第１２９号　

令和６年３月２２日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により、医療扶助のための医療を担当

する機関として、次に掲げる機関を指定したので、生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

名称 住所 代表者

株式会社電算シス
テム

岐阜県岐阜市日置江一丁
目５８番地

代表取締役　高
橋　譲太

名称 住所

株式会社セブン－
イレブン・ジャパ
ン

東京都千代田区二番町８番地８

株式会社ローソン 東京都品川区大崎一丁目１１番２号

株 式 会 社 フ ァ ミ
リーマート

東京都港区芝浦三丁目１番２１号

山崎製パン株式会
社

東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号

ミニストップ株式
会社

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

株式会社ポプラ
広島県広島市安佐北区安佐町大字久地６６
５番地の１

株式会社セイコー
マート

北海道札幌市中央区南９条西５丁目４２１
番地

株式会社しんきん
情報サービス

東京都港区港南一丁目８番２７号



第１１２７号　―６１―令和６年４月３０日 広 島 市 報

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

八丁堀かわむ
ら歯科

広島市中区八丁
堀１１－１８坪
井ビル２Ｆ

令和５年１０
月１日

令和１１年９
月３０日



広島市告示第１３０号　

令和６年３月２２日　

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により、次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので、生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる機関　略



広島市告示第１３１号　

令和６年３月２５日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５６条第３項、

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）附則第６条第

５項の規定に基づき、保育料及びこれに係る延滞金、保育園等副

食費及びこれに係る遅延損害金の収納事務を次のとおり委託した

ので、地方自治法施行令第１５８条第２項、児童福祉法施行令

（昭和２３年政令第７４号）第４４条第１項、子ども・子育て支

援法施行令（平成２６年政令第２１３号）附則第８条第１項の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　（提携コンビニエンスストア本部一覧）

名称 住所 代表者

株式会社電算シス
テム

岐阜県岐阜市日置江一丁
目５８番地

代表取締役　高
橋　譲太

名称 住所

株式会社セブン－
イレブン・ジャパ
ン

東京都千代田区二番町８番地８

株式会社ローソン 東京都品川区大崎一丁目１１番２号

株 式 会 社 フ ァ ミ
リーマート

東京都港区芝浦三丁目１番２１号

山崎製パン株式会
社

東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号

ミニストップ株式
会社

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

株式会社ポプラ
広島県広島市安佐北区安佐町大字久地６６
５番地の１

株式会社セイコー
マート

北海道札幌市中央区南９条西５丁目４２１
番地

株式会社しんきん
情報サービス

東京都港区港南一丁目８番２７号

２　収納事務を委託した期間

　　令和６年４月１日から令和１１年３月３１日



広島市告示第１３２号　

令和６年３月２５日　

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第５条の６第２項の規

定に基づき、次のとおり令和５年３月１４日付け広島市告示第８

０号で認定した旨告示した公募設置等計画の変更について認定し

たので、同条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　認定計画提出者

　　広島市中区基町２１番３号

　　広島城アソシエイツ

　　　代表法人　株式会社中国放送

　　　構成法人　株式会社ＲＣＣ文化センター

　　　　　　　　株式会社ＴＢＳホールディングス

　　　　　　　　株式会社フジタ広島支店

　　　　　　　　株式会社合人社計画研究所

　　　　　　　　エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

　　　　　　　　株式会社中国新聞社

　　　　　　　　株式会社中国四国博報堂

　　　　　　　　株式会社山下設計関西支社

　　　　　　　　ＮＴＴアーバンバリューサポート株式会社

　　　　　　　　株式会社シーケィ・テック

２　変更の認定日

　　令和６年３月２５日

３　認定の有効期間

　　令和６年１月１日から令和２５年１２月３１日まで

４　公募対象公園施設の場所

　　広島市中区基町

　　中央公園（広島城区域）内（別紙のとおり）

５　変更の内容

　　公募対象公園施設の配置、形状等の変更

　　特定公園施設の配置、形状等の変更

別紙　略



広島市告示第１３３号　

令和６年３月２５日　

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１

項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので、同条

第３項の規定により、次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　名　称　（仮称）Ｓｐｉｒａｌ　Ｇａｒｄｅｎ

　　所在地　広島市南区大州五丁目３０７番２ほか



―６２―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

２　大規模小売店舗を設置する者

　　拓興産株式会社

　　代表取締役　筒井　幹治

　　広島市南区大州五丁目７番２１号

３　大規模小売店舗において小売業を行う者

　　別紙１のとおり

４　大規模小売店舗の新設をする日

　　令和６年１１月２３日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　１，２９９平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　　別紙２のとおり

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　　別紙３のとおり

８　届出年月日

　　令和６年３月２２日

９　届出書の縦覧場所

　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

　　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

　　　広島市南区役所市民部区政調整課

１０　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

　　縦覧期間

　　　令和６年３月２５日から令和６年７月２５日まで。ただ

し、広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９

号）第１条第１項に規定する休日を除く。

　　縦覧のできる時間帯

　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで

１１　意見書の提出

　　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の

日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、

これを述べることができます。

１２　意見書の提出期限及び提出先

　　提出期限　令和６年７月２５日

　　提出先

　　　〒７３０－８５８６

　　　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１から３まで　略



広島市告示第１３４号　

令和６年３月２５日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　（Ｂ－１工区）

　　広島市佐伯区五日市港一丁目２番４

２　開発面積

　　（Ｂ－１工区）

　　５９，０５７．７１㎡

３　同意を受けた者の住所及び氏名

　　広島市南区宇品海岸二丁目２３－５３

　　広島県広島港湾振興事務所

　　所長　田口　康典

４　検査済証交付年月日

　　令和６年３月２５日



広島市告示第１３５号　

令和６年３月２５日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により

公印の押なつに代えることを承認し、同条第２項の規定に基づ

き、告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第１３６号　

令和６年３月２６日　

　広島市私道整備工事費補助金交付規則（昭和４８年広島市規則

第４７号）第４条第１項の規定に基づき私道の整備工事に要する

経費を認定する場合の上限となる額を次のとおり定めたので、同

条第２項の規定により告示します。

　また、広島市私道整備工事費補助金交付規則第４条第１項の規

定により市長が認定する額は、実際の整備工事に要する経費と当

該上限となる額のいずれか低い額とします。

　これに伴い、令和５年３月２２日付け広島市告示第１０５号を

廃止します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　舗装新設工事（これに準ずるものを含む。）に要する経費

　　次のとおりとする。

文書名
印影を印刷する

公印の名称

・施設等利用給付認定通知書
・広島市実費徴収に係る補足給付費支給決定

通知書
・広島市実費徴収に係る補足給付費不支給決

定通知書

こども未来局
専用市長印

区分 単位 金額

土地区画整理
事業その他に
より、将来形
状変更のある
ことが明らか
な区域内の私

人力施工による場
合

9,710円



第１１２７号　―６３―令和６年４月３０日 広 島 市 報

私
道
別

道 及 び 幅 員
１．８メート
ル未満の私道

機械施工による場
合 １平方

メート
ルにつ
き

3,840円

その他の一般
私道

すべり
止め舗
装

人力施工に
よる場合

11,370円

機械施工に
よる場合

5,180円

その他

人力施工に
よる場合

10,900円

機械施工に
よる場合

4,700円

舗装止め工
１メー
トルに
つき

9,160円

２　排水施設新設工事（これに準ずるものを含む。）に要する経

費

　　次のとおりとする。

　　側溝及び雨水ます新設工事に要する経費

　　排水管渠新設工事に要する経費

３　交通安全施設新設工事に要する経費

　　次のとおりとする。

種別 単位 金額

側溝
新設
工事

Ｌ型側溝と
する場合

エプロン幅が３０
センチメートルの
もの

１メー
トルに
つき

14,580円

エプロン幅が４０
センチメートルの
もの

15,840円

Ｕ型側溝と
する場合

コンクリート蓋有
りのもの

63,330円

コンクリート蓋無
しのもの

44,990円

雨水ます設置工事
１箇所
につき

50,710円

種別 内径 単位 金額

硬質塩化
ビニール
管とする
場合

布設工事

１５０ミリ
メートル １メー

トルに
つき

27,390円

２００ミリ
メートル

29,810円

支管取付工事
（硬質塩化ビ
ニール管に取
り付ける場合
に限る）

１５０ミリ
メートル

１箇所
につき

20,570円

ヒューム
管とする
場合

布設工事

１５０ミリ
メートル １メー

トルに
つき

35,530円

２００ミリ
メートル

39,490円

種別 規格 単位 金額

転落防止柵
設置工事

土中建込
ビーム式
支柱間隔３
メートル

１メー
トルに
つき

16,460円

コンクリー
ト建込

ビーム式
支柱間隔３
メートル

13,670円

ガードレー 土中建込 塗装品 16,330円

ル設置工事 コンクリー
ト建込

塗装品 16,110円

道路反射鏡
設置工事

一面鏡
６００ミリ
メートル
直柱

１基に
つき

171,600円

４　舗装補修工事に要する経費

　　次のとおりとする。

５　交通安全施設補修工事に要する経費

　　次のとおりとする。

６　区分表の「人力施工・機械施工」について

　　都市整備局技術管理課の令和５年度土木工事標準積算基準書

の基準にあわせるものとする。

　　「人力施工」…平均幅員１．４ｍ未満

　　「機械施工」…　  〃  　１．４ｍ以上

７　経費の額の特例

　　私道の状況により前各項に定める基準により難い場合におい

て、市長が特に認めたものについては、その都度別に定める額

とする。

８　施行期日

　　令和６年４月１日



広島市告示第１３７号　

令和６年３月２７日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条の２

の規定に基づき、市税の収納事務を次のとおり委託したので、同

条第６項において準用する同令第１５８条第２項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　（提携コンビニエンスストア本部一覧）

施工方法 単位 金額

すべり止め舗装
人力施工

１平方メー
トルにつき

4,730円

機械施工 2,920円

その他
人力施工 4,250円

機械施工 2,450円

種別 規格 単位 金額

転落防止柵
補修工事

ビーム取換
４ ２．７ ミ
リメートル １メー

トルに
つき

4,740円

ガードレー
ル補修工事

レール取換 ４メートル 10,060円

道路反射鏡
補修工事

反射鏡取換
６００ミリ
メートル

１基に
つき

119,900円

支柱取換
７ ６．３ ミ
リメートル

１メー
トルに
つき

10,380円

名称 住所 代表者

株式会社電算シス
テム

岐阜県岐阜市日置江一丁
目５８番地

代表取締役　高
橋　譲太

名称 住所



―６４―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

株式会社セブン－
イレブン・ジャパ
ン

東京都千代田区二番町８番地８

株式会社ローソン 東京都品川区大崎一丁目１１番２号

株 式 会 社 フ ァ ミ
リーマート

東京都港区芝浦三丁目１番２１号

山崎製パン株式会
社

東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号

ミニストップ株式
会社

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

株式会社ポプラ
広島県広島市安佐北区安佐町大字久地６６
５番地の１

株式会社セイコー
マート

北海道札幌市中央区南９条西５丁目４２１
番地

株式会社しんきん
情報サービス

東京都港区港南一丁目８番２７号

２　収納事務を委託した歳入の種類

　　法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、たばこ

税、入湯税、市・県民税及び森林環境税（普通徴収）、市・県

民税及び森林環覧税（特別徴収）、特別土地保有税、事業所税

３　収納事務を委託した期間

　　令和６年４月１日から令和１１年３月３１日



広島市告示第１３８号　

令和６年３月２６日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について、所有権を取得したので告示します。

　なお、関係台帳は、広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第１３９号　

令和６年３月２６日　

　　　町の区域の変更について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規

定により、令和６年７月１日（地方自治法施行令（昭和２２年政

令第１６号）第１７９条の規定の適用がある場合にあっては、同

条の規定により効力が生ずる日）から、別図第１に示す町の区域

を別図第２に示すとおり変更するものとする。

広島市長　　松　井　一　實　

別図第１及び別図第２　略



広島市告示第１４０号　

令和６年３月２８日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき、広島市市営住宅使用料等の収納事務を次のと

おり委託したので、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委託を受けた者

　（提携コンビニエンスストア本部一覧）

２　収納事務を委託した期間

　　令和６年４月１日から令和１１年３月３１日



広島市告示第１４１号　

令和６年３月２８日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市安佐北区大林二丁目の１８６３番、１８６４番、１８

６５番、１８６６番、１８６７番、１８６８番、１８６９番

の一部、１８７８番１、１８７９番１、１８７９番３、１８

８１番の一部、１８８２番１、１８８２番２、１８８３番及

び１８８５番の一部

２　開発面積

　　２，４７９．３４㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市安佐北区三入一丁目５番１０号

　　平田　克之

４　検査済証交付年月日

　　令和６年３月２８日



広島市告示第１４２号　

令和６年３月２８日　

　開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和４３

名称 住所

株式会社セブン－
イレブン・ジャパ
ン

東京都千代田区二番町８番地８

株式会社ローソン 東京都品川区大崎一丁目１１番２号

株 式 会 社 フ ァ ミ
リーマート

東京都港区芝浦三丁目１番２１号

山崎製パン株式会
社

東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号

ミニストップ株式
会社

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

株式会社ポプラ
広島県広島市安佐北区安佐町大字久地６６
５番地の１

株式会社セイコー
マート

北海道札幌市中央区南９条西５丁目４２１
番地

株式会社しんきん
情報サービス

東京都港区港南一丁目８番２７号

名称 住所 代表者

株式会社電算シス
テム

岐阜県岐阜市日置江一丁
目５８番地

代表取締役　高
橋　譲太



第１１２７号　―６５―令和６年４月３０日 広 島 市 報

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　広島市西区井口四丁目の３１０番１の一部、３１０番３、３

１０番８、３１１番２、３１１番３、３１１番４、３１１番

７、３１１番８、３１１番９、３１１番１０、３１６番１、

３１６番３、３１６番４の一部及び甲３１７番１の一部並び

に井口鈴が台三丁目の３１８番の一部、甲３１９番の一部及

び乙３１９番の一部

２　開発面積

　　１，６５４．４１㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

　　広島市中区河原町５番４号西村ビル１Ｆ

　　グレイトコーポレイション株式会社

　　代表取締役　串山　誠

４　検査済証交付年月日

　　令和６年３月２８日



広島市告示第１４３号　

令和６年３月２８日　

　河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１６条の３第１項の規

定に基づき、河川工事を次のように施行するので、同条第２項の

規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　河川の各称及び区間

　　一級河川太田川水系指定区間小河原川

　　上流端　左岸　広島市東区福田五丁目１１５０番３地先

　　　　　　右岸　広島市東区福田五丁目４１２６番３地先

　　下流端　左岸　広島市東区福田町字木ノ宗９５９番地先

　　　　　　右岸　広島市東区福田町字恵木２４６５番地先

　　延長　　１，４５０ｍ

２　河川工事の内容

　　都市基盤河川改修事業

３　河川工事の期間

　　平成１０年１０月２１日から令和７年３月３１日まで



広島市告示第１４４号　

令和６年３月２８日　

　広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６条の

７の規定に基づき、広島広域公園第一球技場の呼称を次のとおり

定めたので、同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　呼称を定めた施設

　　広島広域公園第一球技場

２　呼称

　　サンフレッチェビレッジ　広島第一球技場

３　呼称を使用する期間

　　令和６年６月１日から令和１１年５月３１日まで



広島市告示第１４５号　

令和６年３月２８日　

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項の規定に基づき、次の文書については、印影の印刷により

公印の押なつに代えることを承認し、同条第２項の規定に基づ

き、告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示第１４６号　

令和６年３月２９日　

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第１４７号　

令和６年３月２９日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により、次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので、同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第１４８号　

令和６年３月２９日　

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３

号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有す

るものとされた同法第２６条の規定による改正前の介護保険法

（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により、次に掲げ

る者から指定介護療養型医療施設の辞退の届出があったので、同

法第１１５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

文書名
印影を印刷する

公印の名称

・広島市防災行政無線屋内受信機貸与決定通
知書

・広島市防災行政無線屋内受信機不貸与決定
通知書

危機管理室専用
市長印
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次に掲げる者　略



広島市告示第１４９号　

令和６年３月２９日　

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項

の規定に基づき、広島市と次の町との連携中枢都市圏形成に係る

連携協約を添付のとおり締結したので、同法第２５２条の２第２

項の規定により、連携協約の締結の経緯及び締結を必要とした理

由並びにその概要を付して告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

連携協約を締結した町

　島根県飯石郡飯南町及び島根県邑智郡川本町

添付のとおり　略



広島市告示第１５０号　

令和６年３月２９日　

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので、下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和６年３月３１日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）



広島市告示第１５１号　

令和６年３月２９日　

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を、

次のとおり開始するので、下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　下水の処理を開始する年月日

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水を排除

安佐南区 大塚西二丁目の一部

分流安佐北区
可部一丁目、可部南四丁目
及び亀山三丁目の各一部

安芸区 瀬野町の一部

　　令和６年３月３１日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

（別　紙）



広島市告示第１５２号　

令和６年３月２９日　

　農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので、広島

市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）第２１条第２項

の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を開始する年月日

　　令和６年３月３１日

２　汚水を排除し、及び処理する区域並びに排水処理施設の名称



広島市告示第１５３号　

令和６年３月２９日　

　農業集落排水処理施設の供用を次のとおり変更するので、広島

市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）第２１条第２項

の規定により告示します。

　なお、関係図面は、下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　供用を変更する年月日

　　令和６年３月３１日

２　汚水を排除し、及び処理を変更する区域並びに排水処理施設

の名称



広島市告示第１５４号　

下水を処理する区域 終末処理場の位置
及び名称区名 町名

安佐南区 大塚西二丁目の一部 位置：広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：広島市西部水資
源再生センター

安佐北区
可部一丁目、可部南四丁目
及び亀山三丁目の各一部

安芸区 阿戸町の一部

位置：広島市南区向洋
沖町１番１号

名称：太田川流域下水
道東部浄化セン
ター

汚水を排除し、及び処理する区域 排水処理施設の名称

安佐南区沼田町大字吉山の一部 戸山農業集落排水処理施設

安芸区阿戸町の一部 阿戸農業集落排水処理施設

汚水を排除し、及び処理する区域 排水処理施設の名称

安佐北区白木町大字井原の一部
井原高南農業集落排水処理
施設
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令和６年３月２９日　

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項又

は第１１５条の１５第２項の規定により、次に掲げる者から指定

地域密着型サービス事業又は指定地域密着型介護予防サービス事

業の廃止の届出があったので、同法第７８条の１１第２号又は第

１１５条の２０第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示第１５５号　

令和６年３月２９日　

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により、次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので、同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次に掲げる者　略



広島市告示（中区）第２６号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和６年２月２４日に広島市西部自転車等保管所

へ移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第２７号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和６年２月２６日に広島市西部自転車等保管所

へ移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第２８号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第２９号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ４ 日　

　電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９

号）第３条第１項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路に

指定したので、同条第４項の規定に基づき次の通り告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（中区）第３０号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ８ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条第１項の規

定に基づき、下記のとおり一の敷地とみなすこと等による制限の

緩和を認定し、同条第８項に基づき告示します。

　この関係図書は、中区役所建設部建築課において縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

１　対象区域の名称

　　基町相生通地区第一種市街地再開発事業

２　対象区域の位置

　　広島市中区基町８０－１、８０－２、８０－３、８０－４

３　認定番号

　　第Ｒ０５認定通知広島市建１０００４号

４　認定年月日

　　令和６年３月８日

５　対象区域及びその区域内の建築物等の概要

　　別紙認定計画書による。

別紙　略



広島市告示（中区）第３１号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 区間

市　道 中１区２５１号線
広島市中区小町１番１号地先から
広島市中区国泰寺町一丁目１０番
地先までの上下線
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次のとおり　略



広島市告示（中区）第３２号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ８ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、中区役所市民部地域起こし推進課区物

品出納員事務の一部委任を次のとおり解除させたので、同項後段

の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任解除を受けた区物品分任出納員

　　広島市広瀬児童館　児童館指導員　角谷　有紀

２　委任解除した事務

　　広島市広瀬児童館における物品の出納保管に関する事務

３　解除年月日

　　令和６年３月９日



広島市告示（中区）第３３号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ４ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和６年３月７日に広島市西部自転車等保管所へ

移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第３４号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第３５号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ４ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年３月１４日から同月２８日まで広島

市中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
中１区
２２５
号線

中区鶴見町
１１番地１
地先から
中区鶴見町
８番地１９
地先まで

旧

メートル
8.02
～

8.02

メートル

11.60

新

メートル
8.02
～

33.20

メートル

11.60



広島市告示（中区）第３６号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ４ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年３月１４日から同月２８日まで広島

市中区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（中区）第３７号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（中区）第３８号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ９ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間駐車されていた下記自転車

等については、令和６年３月２２日に広島市西部自転車等保管所

へ移動させたので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

下記　略



広島市告示（中区）第３９号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ９ 日　

道路の
種類

路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
中１区
２２５
号線

中区鶴見町１１番地１地先
から
中区鶴見町８番地１９地先
まで

令和６年３月１
４日
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　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し、広島市西部自転車等保管所において保管した

ので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第１５号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第１６号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ８ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年３月８日から同月２２日まで広島市

東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（東区）第１７号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ８ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年３月８日から同月２２日まで広島市

東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

主　要
地方道

広島中
島線

東区福田五
丁目１９７
０番地３地
先から
東区福田六
丁目２１０
３番地２地
先まで

旧

メートル
6.60
～

9.40

メートル

276.60

新

メートル
13.40

～
31.00

メートル

276.60

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

主　要 広島中
東区福田五丁目１９７０番
地３地先から 令和６年３月８

地方道 島線 東区福田六丁目２１０３番
地２地先まで

日



広島市告示（東区）第１８号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第１９号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ５ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は、広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１号

２　指定年月日　　令和６年３月１５日

３　道路の位置　　広島市東区牛田南二丁目の１１２番１の一

部、１１２番４の一部、１１３番２の一部、

及び１１３番２地先里道

４　幅員　　　　　４．１０メートル

５　延長　　　　　９．１４メートル



広島市告示（東区）第２０号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ５ 日　

　次のとおり、住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行いま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更する区域

　　東区温品五丁目４番

２　変更の内容

　　別図のとおり

３　変更年月日

　　令和６年３月１５日



広 島 市 報―７０―　第１１２７号 令和６年４月３０日



広 島 市 報 第１１２７号　―７１―令和６年４月３０日



―７２―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報



広島市告示（東区）第２１号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第２２号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し、広

島市西部自転車等保管所において保管したので、同条例第１２条

第１項の規定により次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（東区）第２３号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ９ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は、令和６年３月２９日から同年４月１２日ま

で、広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第３０号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第３１号　

区分
新旧
別

路線名等 所在（起点及び終点）

里　道

新
東４区Ｂ－１
３６－７－１
３号里道

牛田東二丁目７８番１地先から
同所７８番１地先まで

旧
東４区Ｂ－１
３６－７－１
３号里道

牛田東二丁目７８番１地先から
同所７４番地先まで

令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日　

　電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９

号）第３条第１項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を

指定したので、同条第４項の規定に基づき次の通り告示します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第３２号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第３３号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第３４号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ １ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は、令和６年３月１１日から同月２５日まで、広

島市南区役所建設部維持管理課において、一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第３５号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ １ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

道路の
種類

路線名 区間

市　道 南１区１９号線
自：広島市南区東荒神町３番
至：広島市南区猿猴橋町６番

市　道 南１区２３号線
自：広島市南区東荒神町３番
至：広島市南区西蟹屋二丁目１

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
南４区２２６号里
道

仁保四丁目丙８２１番地地先から
同所８２３番地３地先



第１１２７号　―７３―令和６年４月３０日 広 島 市 報

　その関係図面は、令和６年３月１１日から同月２５日まで、広

島市南区役所建設部維持管理課において、一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（南区）第３６号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ １ 日　

　広島駅南口第三Ａ駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等に

ついては、令和６年３月８日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第３７号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第３８号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第３９号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ５ 日　

　青崎一丁目駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等について

は、令和６年３月１４日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
南４区２２６号里
道

仁保四丁目８２２番地３地先から
同所８２３番地７地先まで

別紙　略



広島市告示（南区）第４０号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第４１号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙のとおり自転車

等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第４２号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により、別紙のとおり自転

車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（南区）第４３号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ９ 日　

　広島駅南口第一駐輪場、広島駅南口第三Ａ駐輪場及び広島駅南

口第三Ｂ駐輪場に、長期間駐車されていた自転車等については、

令和６年３月２８日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で、別紙のとおり告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（西区）第１６号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ４ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の５第２項

の規定に基づき、告示対象区域における一の敷地とみなすこと等

の認定を取り消しました。



―７４―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

　この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において、一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

１．認定の取消しに係る区域

　　広島市西区観音新町三丁目の５９番１の一部、５９番２の一

部、５９番３及び５９番３地先市道

２．認定の取消しに係る認定番号

　　第２６号

３．認定の取消しに係る認定年月日

　　昭和３３年１０月４日



広島市告示（西区）第１７号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第１８号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第５号

２　指定年月日　　令和６年３月７日

３　道路の位置　　広島市西区井口四丁目の７７番４の一部、８

０番７、５０９番４の一部、５０９番５の一

部、５０９番６の一部、８０番７地先里道及

び７７番４地先水路

４　幅員及び延長　幅員　４．２０メートル

　　　　　　　　　　　　４．３０メートル～５．００メートル

　　　　　　　　　　　　６．２０メートル

　　　　　　　　　延長　３３．９１メートル



広島市告示（西区）第１９号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第２０号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ８ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第２１号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ３ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第２２号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第２３号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ １ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市西区役所建設部建築課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第６号

２　指定年月日　　令和６年３月２１日

３　道路の位置　　広島市西区庚午中一丁目６９番１の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．５０メートル～６．００メートル

　　　　　　　　　延長　４８．６８メートル



広島市告示（西区）第２４号　



第１１２７号　―７５―令和６年４月３０日 広 島 市 報

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（西区）第２５号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別表　略



広島市告示（安佐南区）第２５号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日　

　長期間駐車されていた別紙自動二輪については、令和６年２月

１５日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自動二輪について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐南区）第２６号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ７ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年３月７日から同月２１日まで広島市

安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第２７号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ５ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年３月１５日から同月２９日まで広島

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
１区５
２０号
線

安佐南区八木三丁目３０７
６番地１地先から
安佐南区八木三丁目３０６
０番地１地先まで

令和６年３月７
日

市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第２８号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ５ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年３月１５日から同月２９日まで広島

市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第２９号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ５ 日　

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき、安佐南区役所市民部地域起こし推進課

区出納員の事務の一部を次のとおり委任させたので、同項後段の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　委任を受けた区分任出納員

　　安佐南区役所市民部地域起こし推進課

　　主事　大下　慎一

２　委任させた事務

　　罹災証明手数料収納事務

３　委任年月日

　　令和６年３月１７日



広島市告示（安佐南区）第３０号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ５ 日　

　長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和６年３月

１３日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

道路の
種類

路線名 変更区間
新旧
別

幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

県　道

主要地
方道広
島湯来
線

安佐南区沼田町大字
阿戸字横枕郷５２７
番地１地先から
安佐南区沼田町大字
阿戸字大馬地１１５
００番地地先まで

旧
4.50
～

57.26
4045.60

新
4.50
～

57.26
4045.60

新
9.80
～

46.20
2972.70

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

県　道

主要地
方道広
島湯来
線

安佐南区沼田町大字阿戸字
横枕郷５２７番地１地先か
ら
安佐南区沼田町大字阿戸字
津登ヶ原３９４１番地１地
先まで

令和６年３月１
５日



―７６―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐南区）第３１号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ５ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１９号

２　指定年月日　　令和６年３月１５日

３　道路の位置　　広島市安佐南区上安七丁目７２４番１の一部

４　幅員及び延長　幅員　５．００ｍ

　　　　　　　　　延長　３４．９５ｍ



広島市告示（安佐南区）第３２号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ １ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように廃止しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　廃止番号　　　第２０号

２　廃止年月日　　令和６年３月２１日

３　道路の位置　　広島市安佐南区緑井三丁目４０３３番３の一

部

４　幅員及び延長　幅員　４．２３ｍ

　　　　　　　　　延長　１９．４０ｍ



広島市告示（安佐南区）第３３号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ １ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は、広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第２１号

２　指定年月日　　令和６年３月２１日

３　道路の位置　　広島市安佐南区中須一丁目の５１６番３、５

１７番２及び５１４番１地先水路

４　幅員及び延長　幅員　４．０４ｍ～４．３５ｍ

　　　　　　　　　延長　４．８２ｍ



広島市告示（安佐南区）第３４号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ６ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年３月２６日から同年４月９日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第３５号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ６ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年３月２６日から同年４月９日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第３６号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ６ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年３月２６日から同年４月９日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
３区８
５１号
線

安佐南区山本六丁目８７１
番地１９地先から
安佐南区山本六丁目８９７
番地２地先まで

令和６年３月２
６日

道路の
種類

路線名 変更区間
新旧
別

幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
３区３
４０号
線

安佐南区山本六丁目
８９７番地８地先か
ら
安佐南区山本六丁目
８９７番地９地先ま
で

旧 3.00 43.50

新
3.00
～

12.50
43.50

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
３区３
４０号
線

安佐南区山本六丁目８９７
番地８地先から
安佐南区山本六丁目８９７
番地９地先まで

令和６年３月２
６日



第１１２７号　―７７―令和６年４月３０日 広 島 市 報

広島市告示（安佐南区）第３７号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ６ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年３月２６日から同年４月９日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第３８号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ６ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年３月２６日から同年４月９日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐南区）第３９号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ９ 日　

　長期間駐車されていた別紙自転車等については、令和６年３月

２８日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第２１号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ９ 日　

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基

づき、都市公園を次のように設置します。

　その関係図画は、令和６年３月１９日から同年４月２日まで広

島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

道路の
種類

路線名 変更区間
新旧
別

幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
３区８
０５号
線

安佐南区山本六丁目
８７３番地２地先か
ら
安佐南区山本六丁目
８７６番地１地先ま
で

旧
3.00
～

4.00
32.50

新
3.00
～

7.50
32.50

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
３区８
０５号
線

安佐南区山本六丁目８７３
番地２地先から
安佐南区山本六丁目８７６
番地１地先まで

令和６年３月２
６日

します。

広島市長　　松　井　一　實　

別図　略



広島市告示（安佐北区）第２２号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ９ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は、令和６年３月１９日から同年４月２日まで、

広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第２３号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ９ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は、令和６年３月１９日から同年４月２日まで、

広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第２４号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ７ 日　

　安佐北区の無料駐輪場内に、長期間駐車されていた別紙の自転

車等については、令和６年３月２２日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

名称 所在地 供用開始の期日 区域

三入南第三
公園

安佐北区三入南二丁
目 ２ ０ ５ 番 ２ の 一
部、２０９番１、２
０９番２、２１０番
１、２１０番３、２
１０番８、２１１番
１、２１１番５

令和６年３月１
９日

別図のと
おり

区分
新旧
別

路線名等 所在（起点及び終点）

里　道

旧
安佐北３区８
８４号里道

安佐北区亀山南三丁目７９１番
３地先から同所７９３番１地先
まで

新
安佐北３区８
８４号里道

安佐北区亀山南三丁目７９１番
３地先から同所７９１番１地先
まで

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安佐北３区４５０
０号里道

安佐北区亀山南三丁目７９１番１
地先から同所７９１番１地先まで



―７８―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第２５号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ７ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により、令和６年３月２２

日に別紙のとおり自転車等を撤去し、保管したので、同条例第１

２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（安佐北区）第２６号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ９ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年３月２９日から同年４月１２日まで

安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安佐北区）第２７号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ９ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年３月２９日から同年４月１２日まで

安佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第１７号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ４ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員
（ｍ）

敷地の延長
（ｍ）

市　道

安佐北
４区２
１８号
線

安佐北区安
佐町大字久
地字中田上
７１７番地
１地先から
安佐北区安
佐町大字久
地字中田上
７１７番地
１地先まで

旧
3.96
～

5.72

23.23

新
4.00
～

6.95

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐北
４区２
１８号
線

安佐北区安佐町大字久地字
中田上７１７番地１地先か
ら
安佐北区安佐町大字久地字
中田上７１７番地１地先ま
で

令和６年３月２
９日

す。

　その関係図面は、令和６年３月４日から同月１８日まで、広島

市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第１８号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ４ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は、令和６年３月４日から同月１８日まで、広島

市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第１９号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ １ 日　

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は、令和６年３月１１日から同月２５日まで、広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　

区分
新旧
別

路線名等 所在（起点及び終点）

水　路

旧
Ｋ３－Ｇ－２
２－３－５号
水路

広島市安芸区畑賀二丁目３２３
番２地先から広島市安芸区畑賀
二丁目３２２番１地先まで

新
Ｋ３－Ｇ－２
２－３－５号
水路

広島市安芸区畑賀二丁目３２３
番１地先から広島市安芸区畑賀
二丁目３２２番１地先まで

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安芸１区２４２６
号里道の一部

広島市安芸区畑賀二丁目３２３番
２地先から広島市安芸区畑賀二丁
目３２３番２地先まで

里　道
安芸１区２４２７
号里道

広島市安芸区畑賀二丁目３２６番
１地先から広島市安芸区畑賀二丁
目３２４番３地先まで

水　路
Ｋ３－Ｇ－２２－
３－２号水路

広島市安芸区畑賀二丁目３２３番
１地先から広島市安芸区畑賀二丁
目３２３番２地先まで

水　路
Ｋ３－Ｇ－２２－
３－１５号水路

広島市安芸区畑賀二丁目３２５番
８地先から広島市安芸区畑賀二丁
目３２４番３地先まで

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
安芸３区１８９号
里道

安芸区船越南一丁目２１７７番６
地先から安芸区船越南一丁目２１
７７番６地先まで

Ｋ３－Ｇ－１３－ 安芸区船越南一丁目２１７７番６



第１１２７号　―７９―令和６年４月３０日 広 島 市 報

下水路 １０－６号水路 地先から安芸区船越南一丁目２１
７７番６地先まで



広島市告示（安芸区）第２０号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ４ 日　

　次のとおり、住居表示実施区域内の街区の区域の変更を行いま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

１　変更する区域

　　安芸区中野三丁目の街区の一部

２　変更の内容

　　別図のとおり。

３　変更年月日

　　令和６年３月１４日



広 島 市 報―８０―　第１１２７号 令和６年４月３０日



第１１２７号　―８１―令和６年４月３０日 広 島 市 報



広島市告示（安芸区）第２１号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ９ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年３月１９日から同年４月２日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第２２号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ９ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年３月１９日から同年４月２日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（安芸区）第２３号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第２４号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

道路の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区２７
２号線

安芸区瀬野
一丁目６６
２番地７地
先から
安芸区瀬野
一丁目６６
４番地２地
先まで

旧

メートル
3.80
～

4.50

メートル

44.60

新

メートル
4.10
～

7.50

メートル

44.60

道路の
種類

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安芸１
区２７
２号線

安芸区瀬野一丁目６６２番
地７地先から
安芸区瀬野一丁目６６４番
地２地先まで

令和６年３月１
９日

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第２５号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ９ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第２６号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し、

保管したので、同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（安芸区）第２７号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ９ 日　

　本市が管理する駐輪場内に、長期間放置されていた自転車等

は、広島市西部自転車等保管所へ移動したので次のとおり告示し

ます。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

次のとおり　略



広島市告示（佐伯区）第１７号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年２月２８日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第１８号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自
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転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和６年２月２８日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第１９号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ４ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年３月４日から同年３月１８日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第２０号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ４ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年３月４日から同年３月１８日まで広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第２１号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年２月２９日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

路線の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
佐伯４
区８５
号線

佐伯区楽々
園六丁目１
０６５番１
地先から
佐伯区楽々
園六丁目１
０６５番２
２地先まで

旧

メートル
4.00
～

6.00

メートル

124.17

新

メートル
5.51
～

6.00

メートル

124.17

路線の
種類

路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯４
区８５
号線

佐伯区楽々園六丁目１０６
５番１地先から
佐伯区楽々園六丁目１０６
５番２２地先まで

令和６年３月４
日

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第２２号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年３月１日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で、同条例１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第２３号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ５ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第９号

２　指定年月日　　令和６年３月５日

３　道路の位置　　広島市佐伯区千同一丁目７６９番３の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．５０メートル

　　　　　　　　　延長　２６．４５メートル



広島市告示（佐伯区）第２４号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ６ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年３月５日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で、同条例１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第２５号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ６ 日　

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に、長期間駐車されていた別紙自転車等について

は、令和６年３月５日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第２６号　
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令 和 ６ 年 ３ 月 １ １ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年３月１１日から同年３月２５日まで

広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第２７号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ １ 日　

　道路の供用を次のように開始するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年３月１１日から同年３月２５日まで

広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第２８号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ １ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年３月１１日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第２９号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ １ 日　

路線の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

市　道
佐伯５
区５７
号線

佐伯区湯来
町大字和田
字修行田道
原１０１０
６番１１地
先から
佐伯区湯来
町大字和田
字湯ノ山温
田１０１４
３番１地先
まで

旧

メートル
5.30
～

5.80

メートル

23.00

新

メートル
5.80
～

8.70

メートル

23.00

路線の
種類

路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯５
区５７
号線

佐伯区湯来町大字和田字修
行田道原１０１０６番１１
地先から
佐伯区湯来町大字和田字湯
ノ山温田１０１４３番１地
先まで

令和６年３月１
１日

　広電佐伯区役所前駅駐輪場及び広電楽々園駅駐輪場内に長期間

駐車されていた別紙自転車等については、令和６年３月８日に広

島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお、今後相当の間保管した後、申出のない自転車等について

は、処分します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第３０号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ４ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年３月１３日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第３１号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ５ 日　

　道路の区域を次のように変更するので、道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は、令和６年３月１５日から令和６年３月２９日

まで広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實　



広島市告示（佐伯区）第３２号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ５ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。

　この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

路線の
種類

路線名 変更区間
旧新
別

敷地の幅員 敷地の延長

県　道

主要地
方道広
島湯来
線

佐伯区湯来
町大字稲田
字長澤１０
５４９番地
先から
佐伯区湯来
町不明山国
有林地先ま
で

旧

メートル
3.50
～

8.50

メートル

1,465.00

新

メートル
3.50
～

8.50

メートル

1,465.00

旧

メートル
9.00
～

26.38

メートル

1010.40

新

メートル
9.00
～

23.31

メートル

895.30
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一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１０号

２　指定年月日　　令和６年３月１５日

３　道路の位置　　広島市佐伯区八幡三丁目の１１３１番６の一

部、１１３１番１９の一部、１１３１番２０

の一部、１１３１番２１及び１１３１番１１

の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．００～６．５０メートル

　　　　　　　　　延長　４６．８０メートル



広島市告示（佐伯区）第３３号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ５ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１１号

２　指定年月日　　令和６年３月１５日

３　道路の位置　　広島市佐伯区坪井一丁目の１２３６番の一

部、１２３７番の一部、１２３８番の一部、

１２４３番４の一部、１２３７番地先里道及

び１２３８番地先里道

４　幅員及び延長　幅員　４．２２～６．０１メートル

　　　　　　　　　延長　４７．２０メートル



広島市告示（佐伯区）第３４号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ９ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年３月１８日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第３５号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ２ 日　

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により別紙自転車等を撤去

し、令和６年３月２１日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので、同条例１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實　

別紙　略



広島市告示（佐伯区）第３６号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ９ 日　

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は、広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

１　指定番号　　　第１２号

２　指定年月日　　令和６年３月２９日

３　道路の位置　　広島市佐伯区三宅四丁目の５９７番１の一

部、５９３番の一部及び５９３番２の一部

４　幅員及び延長　幅員　６．００メートル

　　　　　　　　　延長　２３．８５メートル

広島市中区告示第２号　

令和６年３月１３日　

　下記の者について、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号）第１２条第１項の規定により職権で処理をしたので、同条第

４項の規定により公示する。

広島市中区長　　薬師地　直　樹　

記

公　　　　　　　告

令和６年３月８日　

　広島農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整

備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項にお

いて準用する同法第１２条第１項の規定により公告します。

　なお、変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは、

広島市経済観光局農林水産部農政課、安佐南区役所農林建設部農

林課、安佐北区役所農林建設部農林課、安芸区役所農林建設部農

区 告 示

氏名 住民票上の住所 職権処理の内容

木下　真由美
広島市中区国泰寺町二丁目５
番７－５０３号

消　除

進藤　広子
広島市中区舟入本町１５番８
－１００３号

消　除

堤　繁光
広島市中区舟入本町７番３－
３０３号第５４舟入本町ビル

消　除

山本　芙美
広島市中区舟入本町１０番１
２－２０３号

消　除

福見　聖慈
広島市中区三川町２番７－８
０５号

消　除

磯田　吉晴
広島市中区吉島新町二丁目７
番３－４０１号

消　除

公 告
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林課、佐伯区役所農林建設部農林課において、下記のとおり一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實　

記

縦覧日及び縦覧時間

　広島市の休日を定める条例（平成３年広島市条例第４９号）第

１条第１項に規定する休日を除き毎日午前８時３０分から午後５

時まで

広島市選挙管理委員会告示第１号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ 日　

　令和６年３月１日現在における地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）及び市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律

第５９号）の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定によ

る教育長又は委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は、次の

とおりです。

広 島 市 選 挙 管 理 委 員 会　

委員長　　二　國　則　昭　

１　地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及

び第７５条第１項（市の事務の執行に関する監査の請求）並び

に市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項（合併請求市

町村の長に対する合併協議会設置の請求）及び第５条第１項

（同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　　１９，５３０人

２　地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求）、第８１条

第１項（市長の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長、市

の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教

育長又は委員の解職の請求）の規定による選挙権を有する者の

総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数

　　　　　　　　　　　　　　２２２，０５７人

３　地方自治法第８０条第１項（議員の解職の請求）及び地方自

治法第８６条第１項（区の選挙管理委員の解職の請求）の規定

による選挙権を有する者の総数の３分の１の数

　　　　　　　　　中　　区　　３８，２５６人

　　　　　　　　　東　　区　　３２，５０７人

　　　　　　　　　南　　区　　３９，１４２人

　　　　　　　　　西　　区　　５１，４４２人

　　　　　　　　　安佐南区　　６５，４６３人

　　　　　　　　　安佐北区　　３９，０９２人

　　　　　　　　　安  芸  区　　２１，１４０人

選管告示

　　　　　　　　　佐  伯  区　　３８，４４６人

４　市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求

市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の

請求）及び第５条第１５項（合併協議会設置協議否決市町村の

選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　１６２，７４３人

広島市人事委員会規則第２号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ８ 日　

　職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

広 島 市 人 事 委 員 会　

委員長　　飯　田　恭　示　

　　　職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正す

る規則

　職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年広島市人事委

員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

　第６条中「昭和２３年法律第１７８号」の右に「。以下「祝日

法」という。」を加える。

　別表第３第１４項中「又はその」を「若しくはその」に改め、

「学校等」の右に「若しくは学校等の行事の実施に伴い休業と

なった学校等」を、「行う場合」の右に「又はその子等が在籍 

し、若しくは在籍することとなる学校等が実施する行事に出席す

る場合」を加え、同表備考第６項中「第１５項」の右に「まで」

を加える。

　別表第４備考に次の１項を加える。

　　４　この表に定める期間に次のからまでに掲げる日が含

まれるため職員が相続に関する手続等を行うことが困難で

ある場合には、当該期間に含まれる当該目の日数を上限と

して、当該手続等に係る日数を加算することができる。

　　　　祝日法第２条に規定する昭和の日、憲法記念日、みど

りの日若しくはこどもの日又は祝日法第３条第２項の規

定により休日となる日（当該日が昭和の日又はこどもの

日に連続する場合に限る。）

　　　　祝日法第２条に規定する敬老の日、祝日法第３条第３

項の規定により休日となる日及び祝日法第２条に規定す

る秋分の日が連続する場合におけるこれらの日のいずれ

かの日

　　　　１２月２９日から翌年の１月３日までの日のいずれか

の日

　　　附　則

　この規則は、令和６年４月１日から施行する。



広島市人事委員会規則第３号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ９ 日　

人事委員会規則
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　初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

広 島 市 人 事 委 員 会　

委員長　　飯　田　恭　示　

　　　初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改

正する規則

　初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和５４年広島市

人事委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。

　別表第１のアの表５級の項中第７号を第８号とし、第２号から

第６号までを１号ずつ繰り下げ、第１号の次に次の１号を加え

る。

　２　主幹保育士の職務

　別表第１のアの表６級の項中第２号を削り、第３号を第２号と

し、第４号から第１０号までを１号ずつ繰り上げる。

　　　附　則

　この規則は、令和６年４月１日から施行する。

広島市教育委員会規則第１号　

令 和 ６ 年 ３ 月 １ ２ 日　

　広島市教育委員会公印規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　松　井　勝　憲　

　　　広島市教育委員会公印規則の一部を改正する規則

　広島市教育委員会公印規則（昭和２５年１２月１日広島市教育

委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

　別表第１中

教育委員会規則

「

を

教育
委員
会印

 れい
書

正方
形

方３６ 賞状・表
彰状・感
謝状等

総務
課

総務課
長

方２７ 一般文書

第８条の
規定によ
り印影を
印刷する
文書

」

「

に

教育
委員
会印

 れい
書

正方
形

方３６ 賞状・表
彰状・感
謝状等

総務
課

総務課
長

方２７ 一般文書
」

「



」

「
～


改め、同表広島市立幼稚園長印の項中 を に

」

改め、同表広島市立幼稚園長職務代行者印の項中

「



を

」

「
～


」

に改め、同表広島市立学校長印の項中「～」を

「～」に改め、同表広島市立学校長職務代行者印の項中「

～」を「～」に改め、同表市民局専用教育委員会印の項中

「」を「」に改める。

　別表第２中第２２号を第２６号とし、第１６号から第２１号ま

でを４号ずつ繰り下げ、第１５号を第１８号とし、同号の次に次

の１号を加える。


広 島 市 立
○ ○ 学 校 長
職 務 代 行 者

　別表第２中第１４号を第１７号とし、第１０号から第１３号ま

でを３号ずつ繰り下げ、第９号を第１１号とし、同号の次に次の

１号を加える。


広 島 市
立 ○ ○
学 校 長

　別表第２中第８号を第１０号とし、第７号を第８号とし、同号

の次に次の１号を加える。



広 島 市 立
○ 幼 稚
園 長 職
務 代 行 者

　別表第２中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加え

る。


広 島 市
立 ○ 幼
稚 園 長

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。



広島市教育委員会規則第２号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ６ 日　

　広島市立学校通学区域審議会規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　松　井　勝　憲　

　　　広島市立学校通学区域審議会規則の一部を改正する規

則

　広島市立学校通学区域審議会規則（昭和４０年広島市教育委員

会規則第３号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「任務」を「所掌事務」に改める。

　第２条の見出しを「（所掌事務）」に改め、同条中「調査審議

する」を「審議するものとする」に改める。

　第４条第１項中「委員は」の右に「、必要の都度」を加え、同

項第２号中「学識経験者」を「関係行政機関の職員」に改め、同

項に次の１号を加える。

　　その他各種団体の関係者
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　第４条第２項を次のように改める。

２　委員は、その任命又は委嘱に係る第２条に規定する事項に関

する審議が終了したときは、解任され、又は解嘱されるものと

する。

　第５条（見出しを含む。）中「委員長」を「会長」に、「副委

員長」を「副会長」に改める。

　第６条を次のように改める。

　（会議）

第６条　審議会の会議は、会長が招集する。

２　審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くこと

ができない。

３　審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否

同数のときは、会長の決するところによる。

　第７条を次のように改める。

　（資料提出等の要求）

第７条　審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるとき

は、関係者に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要

な協力を求めることができる。

　第９条及び第１０条を削る。

　第１１条中「審議会が」を「会長が会議に諮つて」に改め、同

条を第９条とする。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。



広島市教育委員会規則第３号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ６ 日　

　広島市教育委員会公印規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　松　井　勝　憲　

　　　広島市教育委員会公印規則の一部を改正する規則

　広島市教育委員会公印規則（昭和２５年１２月１日広島市教育

委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

　第６条第１項中「事前」を「文書の施行前」に改める。

　第７条第２項中「月日」を「年月日」に改める。

　第１１条中「き損」を「毀損」に改める。

　別表第１に次のように加える。

こども
未来局
専用教
育委員
会印

 れい
書

正方
形

方２７ こども未来
局こども青
少年支援部
において補
助執行する
教育委員会
の事務

こど
も青
少年
支援
部

青少年
育成担
当課長

　別表第２に次の１号を加える。



広 島 市
教 育
委 員 会

こども未来局

　　　附　則

　この規則は、令和６年４月１日から施行する。



広島市教育委員会規則第４号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ６ 日　

　広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　松　井　勝　憲　

　　　広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正す

る規則

　広島市教育委員会事務局事務分掌規則（昭和５０年広島市教育

委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。

　第１条中　　　　　　　　　を削り、「高等学校指導係」を

「高等学校指導係　全国高校総体推進係」に改める。

　第２条第２項中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号か

ら第９号までを１号ずつ繰り上げ、同条第４項第７号中「私立学

校」の右に「（幼稚園を除く。）」を加え、同項中第８号から第

１１号までを削り、第１２号を第８号とし、第１３号から第１６

号までを４号ずつ繰り上げ、同条第６項及び第７項を削り、同条

第８項第９号中「（教職員の採用及び休職等に係る健康診断に関

することを除く。）」を削り、同項を同条第６項とし、同条第９

項中第１２号を削り、第１３号を第１２号とし、第１４号から第

１７号までを１号ずつ繰り上げ、同項を同条第７項とし、同条中

第１０項を第８項とし、第１１項を第９項とし、同項に次の１号

を加える。

　　全国高等学校総合体育大会（広島大会）に関すること。

　第２条中第１２項を第１０項とし、同条第１３項第４号中「適

応指導教室（ふれあい教室）」を「ふれあい教室」に改め、同項

を同条第１１項とする。

　　　附　則

　この規則は、令和６年４月１日から施行する。



広島市教育委員会規則第５号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ ６ 日　

　広島市青少年センター青年の家管理運営規則等の一部を改正す

る規則をここに公布する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　松　井　勝　憲　

　　　広島市青少年センター青年の家管理運営規則等の一部

を改正する規則

　次に掲げる規則の規定中「教育長」を「教育委員会」に改め

る。

　　広島市青少年センター青年の家管理運営規則（昭和４１年

広島市教育委員会規則第２号）第７条

「青少年育成部

　　育成課

　　放課後対策課」



―８８―　第１１２７号 令和６年４月３０日広 島 市 報

　　広島市国際青年会館条例施行規則（平成３年広島市教育委

員会規則第１号）第７条

　　広島市三滝少年自然の家条例施行規則（昭和５３年広島市

教育委員会規則第８号）第６条

　　　附　則

　この規則は、令和６年４月１日から施行する。

広島市教育委員会告示第５号　

令 和 ６ 年 ３ 月 ２ １ 日　

　広島市教育委員会議（臨時会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会　

教育長　　松　井　勝　憲　

１　日　時　令和６年３月２６日（火）　午後１時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

　【公開予定議題】

　　令和６年度広島市立学校教職員人事異動の概要について

（報告）

　　令和５年度「広島市児童生徒の体力・運動能力調査」の結

果について（報告）

　　美鈴が丘高等学校の新学科「グローカル探究科」設置につ

いて（報告）

　　令和６年度広島市教員研修計画について（報告）

教育委員会告示

　　学校運営協議会の設置及び廃止について（議案）

　　広島市教育委員会規則の一部改正について（議案）

　　市長の権限に属する事務の一部の委任について（議案）

　　市長の権限に属する事務の一部の補助執行について（議

案）

　　広島市教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に

ついて（議案）

広島市監査公表第３号　

令和６年３月１８日　

広島市監査委員　古　川　智　之　

同　　　　　　　井　戸　陽　子　

同　　　　　　　山　本　昌　宏　

同　　　　　　　平　野　太　祐　

　　　包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及

び監査の意見に対する対応結果の公表について

　地方自治法第２５２条の３８第６項の規定により、広島市水道

事業管理者から監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があっ

たので、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

　なお、併せて、広島市長、広島市水道事業管理者及び広島市教

育委員会から通知のあった監査の意見に対する対応結果について

も、当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

監査公表

（別　紙）

平成３１年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（市民局）

１　監査意見公表年月日

　　令和２年２月６日（広島市監査公表第３号）

２　包括外部監査人

　　大濱　香織

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

　　令和６年２月１４日（広文振第２４８６号）

４　監査のテーマ

　　広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について

５　監査の意見及び対応の内容

　　広島市郷土資料館（指定管理）（会計区分間の取引時の価格について）
　　　（所管課：市民局文化スポーツ部文化振興課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　平成３０年度において、郷土資料館（公益目的事業会計）は無償配布用に、書
籍「明治時代の広島」を郷土資料館（収益事業等会計）から１冊当たり７５０円
で２００冊、合計１５０千円で購入し、郷土資料館（公益目的事業会計）の消耗
品費等に１５０千円を計上した。一方で郷土資料館（収益事業等会計）は同額の
売上収入を計上した。
　郷土資料館の会計区分間の内部取引であることを考慮すれば、郷土資料館（公
益目的事業会計）が、郷土資料館（収益事業等会計）から、一般向け販売価格と
同額で書籍を購入する必然性はなく、原価（５２５．９６円）と販売価格（７５
０円）の間の適当な金額により内部振替価格を設定して取引することも認められ
る。

　監査の意見を受け、郷土資料館の会計区分間の
内部取引時における内部振替価格の設定につい
て、指定管理者と協議を行った。
　書籍の販売価格については、一般向けの販売価
格と内部取引価格が同額であることに必然性はな
いことから、令和５年度から内部取引価格は、一
般向け販売価格から商品引渡しに係る事務手数料
相当分５％を控除した価格とすることとした。



広 島 市 報 第１１２７号　―８９―令和６年４月３０日

　郷土資料館においては、会計区分間の内部取引時における内部振替価格の設定
を検討されたい。

　　広島市江波山気象館（指定管理）（ガソリン代について）
　　　（所管課：市民局文化スポーツ部文化振興課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　江波山気象館では、出前講座での使用や、障害者や老人のグループの団体バス
駐車場までの送迎用、その他の用途のために車両２台が広島市から無償貸与され
ている。
　そのガソリン代は、一番近いガソリンスタンドで掛売りにて購入し、月単位で
請求され、支払っている。多い月で２回ほどの使用回数である。支払伝票から７
か月分を抽出し確認したところ、レギュラーガソリン使用量２６７．９５合計
４４，０６０円で、平均単価は１６４．４３円となる。
　平成３０年度に監査人が広島市内のガソリンスタンドでレギュラーガソリンを
給油した際の領収書を確認したところ、１当たり１３５円から高い時でも１５
０円であった。
　近年、ガソリンスタンドが次々と姿を消している。ハイブリッド車や電気自動
車など燃費の良い車両が増え、ガソリンの需要が減少しているためである。ガソ
リンの需要が減っているにもかかわらず、価格競争が続いており、ガソリンスタ
ンドは生き残りをかけて、薄利多売でしのぎを削っている。したがって、掛売り
は大量に購入する運送会社などしか行っていない。月に１万円を切る購入額であ
れば高くなるのは当然である。
　最近では、キャッシュレス化が進み、チャージ型の支払方法などもある。担当
課においては、広島市文化財団に対し、経済性を考慮した購入方法を検討させる
べきである。

　監査の意見を受け、経済性を考慮したガソリン
の購入方法について、指定管理者と協議を行っ
た。
　まず、調達量を増やして購入価格を安くするた
め、指定管理者が管理する多数の施設をまとめて
１か所のガソリンスタンドと契約することはその
地理的条件などから難しく、数か所の施設ごとに
契約をするにとどまることから、結果として、経
済性の向上が見込まれなかった。
　また、掛売りに代えて各々の施設が給油の都
度、資金前渡を行った場合には、現金の管理が必
要となることで紛失等のリスクが生じることか
ら、現状どおり掛売りでの購入が最も適している
との判断に至った。
　ただし、監査の意見を踏まえ、購入数量が少な
い場合においても、価格が抑えられるよう、今後
は掛売りが可能な近隣のガソリンスタンドに聞き
取り調査を行い、より安価となるガソリンスタン
ドを活用するよう指定管理者を指導した。

　　広島市江波山気象館（指定管理）（気象予報・気象情報を得るための委託料について）
　　　（所管課：市民局文化スポーツ部文化振興課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　広島市江波山気象館気象予報支援業務の経費は、年間１０，６１９，６０４円で
ある。
　担当課によると、天気予報は、気象業務法において適正な人員の配置と気象観
測設備の整備、絶え間なく安定的に気象情報の入手環境が整備できていること
で、国が許可した事業者にしか認められていない業務であり、気象に精通し、国
家資格である「気象予報士」を有したものでなければ責任を持って予報について
の問い合わせに対応することはできない。市民の気象・防災・自然科学に対する
興味や関心は高まっており、江波山気象館では、気象予報士や学芸員による気
象解説や気象予報の仕組み、インターネットによる気象情報の探し方等をレク
チャーしている。入館者に対し、専門資格を有する気象予報士が、実際の気象情
報の収集・分析に基づき生きた知識を入館者に双方向で提供することこそが、当
館の大きな特色であり、気象について学べる博物館施設の枠組みとして必要と考
えているとのことであった。
　しかし、その経費が上記のとおり年間１０，６１９，６０４円もかかるとなると
費用対効果を問う必要が生じてくる。
　お天気情報コーナーでは利用者に対して、一般的な気象情報のインターネット
での探し方や見かたを伝え日常に役立ててもらい、命を守る行動をとる一助にし
てもらうことを考えるべきではないか。
　サイエンスショーや展示物の中に、気象予報士の国家資格が必要なものがどれ
だけの割合を占めているか検証を行うべきである。
　江波山気象館の位置づけ・役割・気象に関する対応の範囲等を決め、民間の有
効なデータ使用により、小さな費用で大きな効果を生む仕組み作りを進め、経費
削減を図るべきである。

　江波山気象館（以下「気象館」という。）は、
気象学を専門に取り扱う自然科学系博物館である
ため、博物館法等の規定に基づき、教育的配慮の
下に気象に関する資料の収集・保管、調査研究、
展示、教育普及活動を行うことに加えて、広島市
江波山気象館条例に基づき、気象に関する市民の
興味と関心を高めるとともに、気象に対する理解
を深めるための場を提供することを役割としてい
る。とりわけ、近年は防災・減災の観点からも、
気象予報に関する質問・相談が多く寄せられてお
り、こうしたニーズに責任を持って対応するた
め、気象予報士の配置等は不可欠である。また、
お天気相談のうち専門的な知識を必要とする気象
情報や天気予報に関する相談は、約８割を占めて
いる状況である。
　なお、このような気象予報業務を含めた常設展
示に関する団体利用客対象のアンケートにおい
て、過去１０年間における「満足」との回答は１
００％となっている。
　こうしたことから、気象館の役割を果たすた
め、引き続き気象予報支援業務を実施していく必
要がある。
　また、小さな費用で大きな効果を生む仕組み作
りを進めるため、これまでも業務内容の見直しに
より経費の削減に努めてきたところであるが、監
査の意見を踏まえ、令和４年４月には、気象予報
支援業務に活用している気象観測機器等の借上業
務において必要な機器・環境をクラウド化するこ
とにより、資料の収集・保存機能の強化を行うと
ともに、経費の削減を図った。

令和４年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（環境局）

１　監査意見公表年月日

　　令和５年２月２日（広島市監査公表第３号）
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２　包括外部監査人

　　松本　京子

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

　　令和６年３月１１日（広施施第１２号）

４　監査のテーマ

　　財産に関する事務の執行及び管理について

５　監査の意見及び対応の内容

　　解体等に向けた対応について（旧佐伯工場）
　　　（所管課：環境局施設部施設課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　本物件は今後の利用計画もなく、当該建物の再利用は困難であるにもかかわら
ず、用途廃止後１０年近く未利用のまま経過していることは、広島市財産規則第
１６条第１号において求められている「公有財産の使用目的及び使用状況が適当
である」とは認められないため、有効利用計画の立案や売却するなど何らかの対
応をすることが望まれる。
　なお、所管課においても建物や煙突の解体が望ましいと考えていること、平成
２４年より地元から建物の解体要望があることから、本物件を解体するために予
算措置を含め早期に解体することが望まれる。

　旧佐伯工場は、市街化調整区域に立地し、幹線
道路からのアクセスも良くないことに加え、建物
等の解体については、旧清掃工場であるという特
殊性からダイオキシン類の飛散対策や土壌汚染対
策等に多額の費用を要する。
　このため、少なくとも建物等が残存する現状で
の売却又は有効利用は困難であることから、建物
等については、解体・撤去する方針とし、跡地利
用を伴わない廃棄物処理施設の解体の場合でも、
国の交付金が受けられるよう、他の政令指定都市
と連携して、国（環境省）に対する要望を継続し
て行うとともに、当面は引き続き、劣化の進み具
合を確認しつつ、施設の状況に応じて適切な維持
管理に努めていくこととする。

　　売却促進に向けた対応について（旧佐伯工場）
　　　（所管課：環境局施設部施設課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　所管課において、今後の利用計画や売却について具体的に何も検討されていな
い。このことは、「広島市行政経営改革推進プラン」の「未利用地等の売却や市
有財産の有効活用の促進」に沿っているとはいえず、財産処分の検討・活用が図
られていないため、早期に売却等や有効利用を促進することが望まれる。

　旧佐伯工場は、市街化調整区域に立地し、幹線
道路からのアクセスも良くないことに加え、建物
等の解体については、旧清掃工場であるという特
殊性からダイオキシン類の飛散対策や土壌汚染対
策等に多額の費用を要する。
　このため、少なくとも建物等が残存する現状で
の売却又は有効利用は困難であることから、建物
等については、解体・撤去する方針とし、跡地利
用を伴わない廃棄物処理施設の解体の場合でも、
国の交付金が受けられるよう、他の政令指定都市
と連携して、国（環境省）に対する要望を継続し
て行うとともに、当面は引き続き、劣化の進み具
合を確認しつつ、施設の状況に応じて適切な維持
管理に努めていくこととする。

　　維持管理費用が発生していることについて（旧佐伯工場）
　　　（所管課：環境局施設部施設課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　本物件は長期未利用地であるが、除草等の費用など維持管理費用が発生してい
ることから、広島市財産規則第１６条第１号において求められている公有財産の
使用目的及び使用状況が適当であるとは認められないため、売却等による早期の
対応が望まれる。

　旧佐伯工場は、市街化調整区域に立地し、幹線
道路からのアクセスも良くないことに加え、建物
等の解体については、旧清掃工場であるという特
殊性からダイオキシン類の飛散対策や土壌汚染対
策等に多額の費用を要する。
　このため、少なくとも建物等が残存する現状で
の売却又は有効利用は困難であることから、建物
等については、解体・撤去する方針とし、跡地利
用を伴わない廃棄物処理施設の解体の場合でも、
国の交付金が受けられるよう、他の政令指定都市
と連携して、国（環境省）に対する要望を継続し
て行うとともに、当面は引き続き、劣化の進み具
合を確認しつつ、施設の状況に応じて適切な維持
管理に努めていくこととする。
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　　売却促進に向けた対応について（旧佐伯暫定処理場）
　　　（所管課：環境局施設部施設課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　本物件は今後の利用計画がなく、当該建物の再利用は困難であるにもかかわら
ず、用途廃止後２５年近く未利用のまま経過していることは、広島市財産規則第
１６条第１号において求められている「公有財産の使用目的及び使用状況が適当
である」とは認められないため、有効利用計画の立案や売却するなど何らかの対
応をすることが望まれる。

　旧佐伯暫定処理場の敷地は、市街化調整区域で
あるとともに、土砂災害警戒区域・土砂災害特別
警戒区域に指定されていることに加え、幹線道路
からのアクセスも良くない。また、建物の解体に
ついては、旧し尿処理場であるという特殊性から
土壌汚染対策等に多額の費用を要する。
　このため、少なくとも建物が残存する現状での
売却又は有効利用は困難であることから、建物に
ついては、解体・撤去する方針とし、跡地利用を
伴わない廃棄物処理施設の解体の場合でも、国の
交付金が受けられるよう、他の政令指定都市と連
携して、国（環境省）に対する要望を継続して行
うとともに、当面は引き続き、劣化の進み具合を
確認しつつ、施設の状況に応じて適切な維持管理
に努めていくこととする。

　　維持管理費用が発生していることについて（旧佐伯暫定処理場）
　　　（所管課：環境局施設部施設課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　本物件は長期未利用地であるが、除草等の費用など維持管理費用が発生してい
ることから、広島市財産規則第１６条第１号において求められている公有財産の
使用目的及び使用状況が適当であるとは認められないため、売却等による早期の
対応が望まれる。

　旧佐伯暫定処理場の敷地は、市街化調整区域で
あるとともに、土砂災害警戒区域・土砂災害特別
警戒区域に指定されていることに加え、幹線道路
からのアクセスも良くない。また、建物の解体に
ついては、旧し尿処理場であるという特殊性から
土壌汚染対策等に多額の費用を要する。
　このため、少なくとも建物が残存する現状での
売却又は有効利用は困難であることから、建物に
ついては、解体・撤去する方針とし、跡地利用を
伴わない廃棄物処理施設の解体の場合でも、国の
交付金が受けられるよう、他の政令指定都市と連
携して、国（環境省）に対する要望を継続して行
うとともに、当面は引き続き、劣化の進み具合を
確認しつつ、施設の状況に応じて適切な維持管理
に努めていくこととする。

　　長期的に未決定である処分等の方針について（新出島処理場）
　　　（所管課：環境局施設部施設課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　新出島処理場は、し尿処理及び浄化槽汚泥処理を行う施設として地元住民の理
解の下、稼働し、平成２３年３月にその役目を果たし、平成２４年３月に用途廃
止されている。その後、土壌調査を実施し、処分方法を検討されているもののい
まだに処分方法が決定されていない。方針決定し、地元との協議や予算要求など
適宜実施することが望ましい。

　新出島処理場については、平成２７年８月に建
物付き土地売却の方針を決定し、令和元年度まで
に残置されていた産業廃棄物の処分を行ってい
る。今後、売却条件について検討を行った上で、
売却手続を行う予定である。

　　長期的に公園として整備されていない公園予定地について（光南地区公園予定地）
　　　（所管課：環境局施設部施設課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　平成１４年１２月に、広島南道路整備事業のため公園機能を失う道路北側の公
園機能回復のために取得された土地である。しかしながら、約２０年間、公園と
して整備されていない状況は好ましいとはいえない。公園として整備する意思が
あるのであれば早期に予算を確保し整備することが望ましい。

　光南地区公園予定地の公園整備については、中
工場建設に係る地域環境整備事業の一つとして実
施することとしているが、同事業には本件公園整
備の他にも多くの事業があるため、各事業の実施
時期を調整しながら順次進めているところであ
る。本件公園整備については、令和６年度に完了
見込みの中工場駐車場の整備後に実施することと
しており、令和７年度以降に着手する予定であ
る。

　　所属替えについて（光南地区公園予定地）
　　　（所管課：環境局施設部施設課）
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監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　当該市有地は、公園予定地として取得されている。さらに、平成２６年２月以
降スポーツ広場として開放されており、公園機能を一部果たしている。そのた
め、公園を整備する都市整備局緑化推進部公園整備課に所属替えすることが望ま
しい。

　光南地区公園予定地の公園整備については、中
工場建設に係る地域環境整備事業の一つとして実
施することとしているが、同事業には本件公園整
備の他にも多くの事業があるため、各事業の実施
時期を調整しながら順次進めているところであ
る。光南地区公園予定地は、令和７年度以降に公
園整備に着手する時点で都市整備局緑化推進部公
園整備課へ所属替えを行う予定である。

　　行政財産の用途廃止又は所属替えについて（リサイクル施設用地）
　　　（所管課：環境局施設部施設課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　本物件は、一の資産として公有財産台帳上行政財産として管理しているが、平
地と山林・法面等は、使用用途が違うこと、東端平地と西端平地とは道路でつな
がっているものの平地部分は離れており、一体的な施設等を建設することは難し
く、現在、錠付きフェンスで区切られていることから、それぞれを公有財産台帳
上区分して管理し、西端平地の更地及び山林・法面等は、公用に供していないた
め、普通財産とすることが望ましい。
　なお、東端平地は、北部資源選別センターの敷地として利用しているが、土地
の所管課は環境局施設部施設課となっている。しかしながら、稼働中の施設であ
る北部資源選別センターの所管課が環境局業務部業務第一課であることから、そ
の敷地である東端平地の所管課も環境局業務部業務第一課に所属替えすることが
望ましい。

　リサイクル施設用地は、リサイクル関連施設を
一体的に整備するために取得したものである。
　本物件について、西端平地の更地及び山林・法
面等の普通財産への分類替え並びに東端平地の業
務第一課への所属替えを行うためには、改めて境
界確認及び測量が必要となるが、それらを行うた
めには相当の費用が必要となる。よって、暫定的
な現状での分類替え等は行わず、新たな施設の整
備方針や具体的な建設計画が定まった段階で、所
要の対応を行うこととする。

　　未利用地の有効活用等の検討について（リサイクル施設用地）
　　　（所管課：環境局施設部施設課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　西端平地は、長期間にわたり未利用であり、広島市財産規則第１６条第１号に
おいて求められている公有財産の使用目的及び使用状況が適当であるとは認めら
れないため、早期に何らかの対応が望まれる。

　長期間にわたり未利用となっている西端平地に
ついては、整備方針等が定まるまでの間、目的外
使用許可等により有効活用を図っていくこととす
る。

令和４年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（安佐北区役所）

１　監査意見公表年月日

　　令和５年２月２日（広島市監査公表第３号）

２　包括外部監査人

　　松本　京子

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

　　令和６年３月１５日（広佐建第９０号）

４　監査のテーマ

　　財産に関する事務の執行及び管理について

５　監査の意見及び対応の内容

固定資産台帳上の普通財産・行政財産の適正な表示について（元安佐鈴張住宅敷地）
（所管課：安佐北区役所農林建設部建築課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　広島市財産規則第２２条によると、「課長は、その所管に属する公有財産につ
いて、その年の３月３１日における現在高を毎年４月３０日までに管財課長に通
知するものとする。」とある。土地台帳によると「元安佐鈴張住宅敷地」は、平
成２６年６月３０日に用途廃止により普通財産となっているが、令和２年度の固
定資産台帳（令和３年３月３１日現在）では、行政財産と表示される。管財課長
に適正な通知を行い、正しい表示を実施することが望ましい。

　元安佐鈴張住宅敷地については、用途廃止に伴
う管財課長への通知を失念していたことから、令
和４年３月に固定資産台帳の修正を依頼していた
が、監査実施時はまだ修正内容が反映されていな
かったものであり、現在は正しく表示されてい
る。
　監査の意見を受け、固定資産台帳上に財産状態
を適正に表示するよう、複数人チェック等による
事務処理漏れの防止を図った。
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令和４年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（佐伯区役所）

１　監査意見公表年月日

　　令和５年２月２日（広島市監査公表第３号）

２　包括外部監査人

　　松本　京子

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

　　令和６年３月４日（広伯農第７０７号）及び同年２月１３日（広伯整第８２１号）

４　監査のテーマ

　　財産に関する事務の執行及び管理について

５　監査の意見及び対応の内容

　　固定資産台帳の二重計上について（薪加工場（薪加工棟））
　　　（所管課：佐伯区役所農林建設部農林課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　以下の土地について、固定資産台帳に二重計上されている。固定資産台帳に適
切に記載することが望ましい。
　ア　佐伯区湯来町大字麦谷１４９９　　　　2,153㎡
　イ　佐伯区湯来町大字麦谷１４４３－１　　1,490㎡

　監査の実施を受け、当該土地について、令和４
年１０月に固定資産台帳の記載を修正した。

　　把握していない収支の報告義務について（薪加工場（薪加工棟））
　　　（所管課：佐伯区役所農林建設部農林課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　広島市では、佐伯区湯来町において、地域内での新たな雇用、森林資源の有効
活用及び公共施設の運営経費の削減等を図ることを目的として、森林内に放置さ
れた未利用材等を薪に加工し、温浴施設の薪ボイラーの燃料として活用する取組
（小さな循環モデル）を推進している。その核となるのが薪加工場である。当薪
加工場は、地元団体と管理協定を締結し、小さな循環の構築に取り組んでいる。
これらの目的を達成するためには、核となる薪加工場の事業が継続的かつ安定的
に営業される必要がある。そのためには、ヒト・モノ・カネなどの経営資源が重
要となるが、広島市は薪加工場の事業の収支を把握していない状況であった。小
さな循環モデルとして成功させるには、収支の把握は必須である。
　また、令和元年１０月１日から令和４年３月３１日までの約３年間を目安に地
元団体と管理協定を締結し、試行的に薪生産に取り組み、その後地元団体の運営
状況を踏まえて、薪加工場の取扱いについて判断するものとされていたにもかか
わらず、収支を把握していなければその運営状況を踏まえることができず、適切
な判断及び意思決定は困難である。
　そのため、管理協定内で収支報告を義務付けるなどし、薪加工場の収支を把握
することが望ましい。

　監査の実施を受け、未確認となっていた令和２
年度から同４年度までの収支について地元団体に
報告を求め、収支の確認を行った。
　また、監査の意見を受け、地元団体と協議の
上、収支報告を義務付けた管理協定を令和５年４
月１日付けで締結した。

　　未設定である目標や計画について（薪加工場（薪加工棟））
　　　（所管課：佐伯区役所農林建設部農林課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　地元団体との管理協定で、管理物件の保全義務を課し活動内容を定めている。
　管理物件の日常的な管理（除草、清掃、施設の点検等）を保全義務とし、活動
内容は以下の４項目を求めている。
　ア　未利用材の受入、集積、乾燥及び薪生産
　イ　林業の振興に関する活動
　ウ　木材の利活用に関する普及啓発
　エ　活動内容等に関する地域住民への周知
　上述したとおり、地域内での新たな雇用、森林資源の有効活用及び公共施設の
運営経費の削減等を図ることを目的としており、この小さな循環モデルがうまく
回るためには、目標設定及びその管理が重要である。現在、これらの活動内容に
ついて目標の設定や計画の作成は設定されていない。特にア　未利用材の受入、
集積、乾燥及び薪生産については、当該事業の売上に直結するため、目標管理は
重要である。その他も活動回数を目標値としたり、具体的な方法を事前に計画す
ることもできる。次に、地域内での新たな雇用を目標に掲げているならば、活動
内容に、若手世代の雇用や育成を盛り込むなどすることが望ましい。

　監査の意見を受け、地元団体と協議の上、令和
５年度における薪生産の目標値を６００とし、
令和５年４月１日付けの管理協定書に明記した。
　令和６年度以降においても、薪加工場の収支、
生産状況及び地域の実情等を確認しながら適切に
目標設定を行い、森林資源の有効活用等の実現に
努めていくこととする。
　また、管理協定に定めるその他の活動内容であ
る林業の振興に関する活動、木材の利活用に関す
る普及啓発及び活動内容等に関する地域住民への
周知については、当初から地元団体が公民館等へ
のチラシの設置や地域のイベントにおける薪割り
体験等の活動を実施しており、引き続きそれらの
適切な実施を求めるとともに、活動状況を毎月確
認することとした。
　なお、若手世代の雇用や育成については地域の
実情を踏まえ、必要に応じて地元団体へ協力を仰
ぐこととしている。
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　　所属替えのための減少手続（年度またぎ）について（ＪＲ可部線廃線敷）
　　　（所管課：佐伯区役所農林建設部地域整備課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　広島市財産規則第２２条によると、「課長は、その所管に属する公有財産につ
いて、その年の３月３１日における現在高を毎年４月３０日までに管財課長に通
知するものとする。」とある。すなわち、公有財産に異動があった場合には、速
やかな報告義務を課している。
　本物件の佐伯５区１８２号線については、道路整備事業を行い、令和元年度に
工事が完了し、令和２年度当初に区域を決定し供用を開始し道路認定を受けてい
る。しかしながら、土地台帳上から所属替えのための減少の手続の実施日は、令
和４年７月１３日となっている。年度をまたぐことなく速やかに報告し、年度末
現在の適正な財産状態の表示や把握を行うことが望ましい。

　道路整備を行った際は、区域決定・供用開始等
の道路法に基づく手続の完了後に、速やかに土地
台帳から整備面積分を減ずる事務処理を行う必要
があるが、本件においては、失念により当該事務
処理が遅延したものである。
　監査の実施を受けて、土地台帳上に年度末現在
の財産状態を適正に表示するよう、複数人チェッ
ク等による事務処理漏れの防止を図った。

　　固定資産台帳上の適正な表示（年度またぎ）について（事業用代替地（海老園二丁目））
　　　（所管課：佐伯区役所農林建設部地域整備課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　広島市財産規則第２２条によると、「課長は、その所管に属する公有財産につ
いて、その年の３月３１日における現在高を毎年４月３０日までに管財課長に通
知するものとする。」とある。令和２年５月付けで設置公示、令和２年１１月に
佐伯区農林建設部維持管理課に所属替え及び用途変更を実施しているにもかかわ
らず、令和２年度の固定資産台帳（令和３年３月３１日現在）では、本物件は、
事業用代替地（海老園二丁目）、普通財産、佐伯区農林建設部地域整備課の所属
となっている。年度をまたぐことなく速やかに報告し、固定資産台帳上も正しい
表示を行うことが望ましい。

　本件は、事業用代替地（海老園二丁目）を街区
公園として整備し、所属替え及び用途変更を実施
したが、固定資産台帳の変更に係る事務処理を失
念していたものであり、監査の実施を受けて、令
和４年１０月に財政局管財課に依頼し、固定資産
台帳の変更を行った。
　また、固定資産台帳上に財産状態を適正に表示
するよう、複数人チェック等による事務処理漏れ
の防止を図った。

令和３年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表

（水道局）

１　監査結果及び監査意見公表年月日

　　令和４年１月２７日（広島市監査公表第２号）

２　包括外部監査人

　　中川　和之

３　監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

　　令和６年３月１１日（広水財第１１８号及び第１１９号）

４　監査のテーマ

　　水道事業に関する経営管理について

５　監査の結果（指摘事項）及び措置の内容

　　長期間計上されている建設仮勘定の評価について
　　　（所管課　水道局財務課、技術部調整課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

現状（会計処理、問題点）
　開発が中止された工事に関する建設仮勘定について、除却又は減損処理が実施
されず、建設仮勘定に計上されたままである。

監査人の指摘
　固定資産の減損に係る会計基準の適用指針において、建設仮勘定の減損の兆候
として、計画の中止又は大幅な延期が決定されたことや当初の計画に比べ著しく
滞っていることが例示されている。

　令和２年度末時点における建設仮勘定残高の工事別内訳表を入手し、工事番号
が古く、建設仮勘定に長期間計上されている工事について、関連資料の閲覧、担
当者への質問といった手続を実施し、これらの資産性の有無を検証した。

　建設仮勘定については、毎年度決算整理の中で
取得予定時期等の確認を行っている。久地配水施
設関連工事の建設仮勘定についても、工業団地の
開発計画が中止されていることは確認していた
が、周辺地区への将来的な給水要望を考慮して建
設仮勘定に計上していたものである。
　監査の結果を受けて、当該工業団地の開発計画
について再開の見込みがないこと、また、周辺地
区からの給水要望もないことを改めて確認し、こ
れに係る建設仮勘定について令和３年度決算にお
いて除却処理を行った。
　長期にわたり建設仮勘定に計上している資産に
ついては、引き続き、毎年度決算整理において、
その資産性を十分に検討する。

（固定資産の減損に係る会計基準の適用指針）
（減損の兆候）
　使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化がある場合
１３．資産又は資産グループが使用されている範囲又は方法について、例え

ば、以下のような当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下さ
せる変化が生じたか、又は、生ずる見込みである場合には、減損の兆候とな
る（減損会計基準　二　１．②及び注解（注２）参照）。

　　建設仮勘定に係る建設について、計画の中止又は大幅な延期が決定され
たことや当初の計画に比べ著しく滞っていること。
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　上記手続を実施した結果、久地配水施設関連工事は、既に開発自体が中止され
ているにもかかわらず、除却又は減損処理が行われず、建設仮勘定に計上されて
いるままであった。
　固定資産の減損に係る会計基準の適用指針１３項に規定されているように
「建設仮勘定に係る建設について、計画の中止又は大幅な延期が決定されたこと
や当初の計画に比べ著しく滞っていること」は、当該資産の回収可能価額を著し
く低下させる変化が生じたことに該当し、減損の兆候があると判定することにな
る。
　減損の兆候があると判定された場合には、減損損失の認識の必要があるか検討
するが、具体的には、建設仮勘定から生み出される割引前将来キャッシュ・フ
ローと帳簿価額を比較し、帳簿価額が上回っている場合には減損損失を認識する
必要があると判定される。この点、当該工事については開発自体がなくなってお
り事業に供される予定がないこと及び外部への売却が想定されるものでもないこ
とから、建設仮勘定の帳簿価額が建設仮勘定から生み出される割引前将来キャッ
シュ・フローを上回ることから、減損損失を認識する必要があると判定される。
　減損損失を認識する必要があると判定された場合には、減損損失を測定する必
要があり、建設仮勘定の帳簿価額を回収可能価額まで減額する必要がある。ここ
で回収可能価額とは、使用価値（資産の継続的使用と使用後の処分によって生ず
ると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値）と正味売却可能価額のいず
れか高い金額を採用することになるが、上述のとおり、当該工事については事業
に供される予定がないことから使用価値はゼロであり、売却が想定されるもので
もないため正味売却価額もゼロとなると考えられる。
　したがって、久地配水施設関連工事に係る建設仮勘定については、その全額に
ついて減損処理または除却処理を実施する必要がある。
　また、毎年度決算において、長期にわたり建設仮勘定に計上されている工事に
ついては、依然として将来事業に供されることが見込まれているか、開発自体が
中止されていないか等、その資産性を十分に検討する必要がある。

　　固定資産の工事間接費の配賦について
　　　（所管課　水道局財務課、技術部調整課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

現状（会計処理、問題点）
　部門ごとに発生した間接費について、広島市水道局固定資産規程第３９条に従
い、間接費の合計額を固定資産の価額に応じてシステム上で一律に按分してい
る。

監査人の指摘
　間接費の合計額を按分する際に用いる固定資産には、工事費、設計料に加えて
土地の購入代価が含まれている。土地の取得価額には、土地の購入代価及び土地
の購入のために要した費用を含めるべきであるが、システムで一律に間接費を土
地にも配賦する運用となっていることから、土地の購入とは直接的に関係のない
費用が土地の取得価額に含まれる結果となっている。
　この点、広島市水道局の見解として、用地取得交渉等にも相応の事務コストが

　監査の結果を受けて、より合理的な取得価額と
するため、令和４年度決算から土地の購入代価に
は間接費を配賦しないよう運用を見直した。

（広島市水道局固定資産規程）
第３節　工事勘定
（工事勘定）
第３５条　固定資産の建設工事を行なう場合において、固定資産として整理す

るときまでに要した経費（以下「工事経費」という。）は、工事勘定で計算
整理しなければならない。

（工事経費）
第３６条　工事経費は、直接費及び間接費とする。
２　直接費とは、地質調査工事等の工事関連費及び労務費、材料費、工事請負

費等の直接工事費をいう。
３　間接費とは、工事の施行に要した給料、手当、法定福利費その他諸費をい

う。
（工事精算報告）
第３７条　各課長は、建設工事が完成したときは、速やかに直接費の精算を行

い、工事精算報告書を作成し、財務課長に提出しなければならない。
（直接費の振替）
第３８条　財務課長は、前条の工事精算報告書に基づき、当該工事に、工事関

連費があるものについては、工事関連費を直接工事費に配賦し、工事関連費
がないものについては、直接工事費を、固定資産の当該科目に振り替えなけ
ればならない。

（間接費の振替）
第３９条　財務課長は、建設工事のうち別に定める工事の間接費については、

毎事業年度末、前条の規定による振替後の固定資産の価額に応じて配賦し、
固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
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生じていることから、間接費を固定資産の価額に応じて配賦し、土地の取得価額
に含めることに一定の合理性がある、とのことであった。
　しかしながら、土地は非償却資産であり、除売却や減損処理を除き、原則とし
て減価償却を通じて費用配分されないことから、現在の配賦方法を見直す必要が
ある。

　　たな卸資産の評価基準について
　　　（所管課　水道局財務課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

現状（会計処理、問題点）
　たな卸資産の評価基準として原価法が採用されている。広島市水道局では、地
方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針の規定を根拠に低価法を採用
していないとのことである。
　千田町の資材管理所を往査し、貯蔵品の管理状況について現場視察及びヒアリ
ングを行った。貯蔵品は整然と保管されており、管理状況は良好であったが、保
存が長期間に及んでいる物品が見受けられた。

監査人の指摘
　たな卸資産の評価については、地方公営企業法施行規則に以下のように規定さ
れている。
「第８条　資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得
原価又は出資した金額をもって帳簿価額としなければならない。
３　次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において、帳簿価額とし

て当該各号に定める価格を付さなければならない。
三　たな卸資産であつて、事業年度の末日における時価がその時の帳簿価額より

低いもの（重要性の乏しいものを除く。）事業年度の末日における時価」
　また、地方公営企業法施行規則の規定について、地方公営企業が会計を整理す
るに当たりよるべき指針には以下のような規定がある。
第４章　資産に関する事項　第１節　資産の評価　第４　たな卸資産の評価
３　「たな卸資産であつて、事業年度の末日における時価がその時の帳簿価額よ

り低いもの（重要性の乏しいものを除く。）は、事業年度の末日における時価
を帳簿価額として付さなければならず、低価法が義務付けられている（規則第
８条第３項第３号）。」

４　「規則第８条第３項第３号の「重要陛の乏しいもの」とは、たな卸資産のう
ち、事業用の部品や消耗品等の販売活動及び一般管理活動において短期間に消
費されるべきものをいい、こうしたたな卸資産の評価は、低価法によらないこ
とができる。」

　広島市水道局では、上記指針を根拠に低価法を採用していないとのことである
が、指針が低価法の対象外とすることを認容しているのは、短期間に消費される
ものに限定されている。
　保存期間が長期に及んでいる貯蔵品については、一定の回転期間を超える場
合、規則的に帳簿価額を切り下げる方法を採用するなどたな卸資産の評価基準の
検討が求められる。
　また、材料の品質や性能に問題があるわけではなく、工事の施工の容易さから
新型の材料を使用しているケースもあるとのことであった。会計上の評価の話と
は別に局内で調整を図り、滞留在庫を減少させるよう優先的に使用する材料を決
定するような仕組みが必要と考える。

　監査の結果を受けて、令和４年度から、購入後
３年を経過した貯蔵品を長期未使用材料として整
理し、庁内ＬＡＮを活用して局内で情報共有を図
り、優先的な使用を促すこととした。
　また、局内で調整を図った上でなお使用が見込
まれない場合には、帳簿価額の全額を切り下げる
こととした。

　　貯蔵品の移動平均単価について
　　　（所管課　水道局財務課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容

現状（会計処理、問題点）
　広島市水道局会計規程第７４条「貯蔵品の払出価額は、個別法によるもののほ
か、移動平均法によるものとする。」と規定しており、主に移動平均法により払
出価額を算定している。
　ここで移動平均法とは、たな卸資産を異なる単価で購入した場合、これらを区
別することなく、数量及び価額を前の残高に加え、平均して新単価を算出し、こ
れをその後の払出単価とし、以下同様の方法を継続して整理する方法をいう（地
方公営企業法施行規則第１条１２号）。
　移動平均法による払出価額の算出は貯蔵品システムを利用して行っているが、
移動平均単価の計算はシステムの夜間処理で実施されており、当日の入庫取引が
反映されるのは翌日の朝になっている。そのため、入庫後、同日に出庫が行われ
た場合に入庫取引が反映されず、前日の移動平均単価を使用している。

詳細情報
　以下の表は、貯蔵品システムから出力した入出庫明細データを包括外部監査人

　監査の結果を受けて、貯蔵品の移動平均単価に
ついて、リアルタイムの払出単価が適用できるよ
う、令和６年度に財務会計システムの改修
を行うこととした。
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が加工して作成した、品目コード１０３８００５５９０の単価データである。

　６月１６日に在庫数１２個、単価２０６，０９１．９２円の貯蔵品について、６
月２６日に９６個入庫後に同数を出庫している。本来は、入庫後の移動平均単価
である２１１，０５０．２１円を払出単価とすべきだが、前日までの単価である２
０６，０９１．９２円により払出金額を算定している。結果として、６月２６日の
取引後の在庫単価は２５０，７１６．５８円となっており、本来のあるべき単価２
１１，０５０．２１円を大きく上回る単価で評価されている。

監査人の指摘
　企業会計基準第９号棚卸資産の評価に関する会計基準６－２において、「棚卸
資産については、原則として購入代価又は製造原価に引取費用等の付随費用を加
算して取得原価とし、次の評価方法の中から選択した方法を適用して売上原価等
の払出原価と期末棚卸資産の価額を算定するものとする。」と規定されている。
いずれの評価方法を選択するとしても、取得原価を基に払出単価と期末単価を算
定することとなっている。
　現状の広島市水道局の計算では、上記の例のように取得原価をべ一スに算定し
た在庫単価を大きく上回る在庫単価が付されている。貯蔵品の払出価額が移動平
均法により算定される場合は、移動平均単価はリアルタイムの払出単価が適用さ
れるべきである。特に単価変動の影響を強く受ける貯蔵品は払出単価による損益
の影響が大きいため、適切な払出単価での会計処理を行う必要がある。

入出庫区分
名称

伝票日付
入出庫
単価

（円）

入出
庫数

入出庫
金額

（千円）

在庫
単価

（円）
在庫数

在庫
金額

（千円）

入庫 20200616 213,860 3 641 206,092 12 2,473

入庫 20200626 211,670 96 20,320 211,050 108 22,793

支給材出庫 20200626 206,092 96 19,784 250,717 12 3,008

６　監査の意見及び対応の内容

退職手当の負担について
（所管課：水道局人事課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

現状（会計処理、問題点）
　退職手当に係る一般会計等との負担区分の考え方を文書化したものはないが、
退職時に所属する会計が退職手当を全額負担する運用となっている。

監査人の意見
　広島市水道局では、退職給付引当金について簡便法により年度末における自己
の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当（期末自己都合
要支給額）により計上している。

　ここで、退職手当に係る一般会計等との負担区分の考え方について、文書化し
たものはないが、退職時に所属する会計が退職手当を全額負担する運用となって
いる。例えば、水道局以外の他部局へ異動したことがある者が、水道局で退職し
た場合、他部局で在籍した期間も含めて水道局が全額の支払いを行い、逆に水道
局以外で退職した場合、当該他部局にて退職金を負担することとなる。
　「地方公営企業会計制度の見直しについて」（平成２５年１２月総務省）によ
れば、退職給付引当金の計上に係る基本方針として、一般会計と地方公営企業会
計の負担区分を明確にした上で、地方公営企業会計負担職員について引当てを義
務付けるとしている。
　また「地方公営企業法施行規則」においても、以下のとおり規定されている。

　監査の意見を受けて、会計間を異動した職員の
退職手当の負担関係について検討した。
　まず、各会計の在職期間等に応じて退職手当を
分担する場合の負担額と現行の負担額を比較した
結果、ほとんど差異が認められない一方で、これ
により、毎年度の退職手当の支給や退職給付引当
金の算定に係る事務が煩雑となり事務負担が増加
することとなる。
　また、在職期間等に応じた分担を行うことが基
本としても、異動の実態によっては例外的に分担
を行わないこともあると解されているところ、本
市では、市長事務部局と水道局の間で、毎年度、
一定数の双方向の人事異動を行っているという実
態がある。
　これらを踏まえ、市長事務部局と協議した結
果、職員が退職時に所属する会計が退職手当を全
額負担する現行の運用を継続することとし、これ
を文書により明確化した。

（広島市水道局会計規程）
第５章の２　引当金
（引当金の計上）
第９０条の２　引当金は、次に掲げるものを計上する。
　　退職給付引当金
　　賞与引当金
　　貸倒引当金
　　その他引当金の要件を満たすもの
２　前項第１号に掲げる退職給付引当金の計上は、簡便法によるものとする。
３　第１項第２号から第４号までに掲げる引当金の計上方法は、管理者が別に

定める。

（地方公営企業法施行規則）
（負債の評価）
第十二条
２　次の各号に掲げる負債については、事業年度の末日において適正な価格を
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　地方公営企業は独立採算制が原則とされており、水道料金の算定基礎となる水
道事業会計において、他会計で負担すべき退職給付引当金を計上することは適切
ではないと考えられることから、職員の退職手当について、在職期間等を基準に
関係者間で負担する方法を採用するなど、負担関係を見直す必要がないかを協
議・検討することが望ましい。

付さなければならない。
一　退職給付引当金（企業職員に支給する退職手当に係る事業年度の末日にお

いて繰り入れるべき引当金をいい、当該地方公営企業において負担すべきも
のに限る。）のほか、第二十二条の規定により計上すべき引当金

平成３１年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（教育委員会）

１　監査意見公表年月日

　　令和２年２月６日（広島市監査公表第３号）

２　包括外部監査人

　　大濱　香織

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

　　令和６年２月２２日（広市教青育第１６０号）

４　監査のテーマ

　　広島市が出資している法人の「ヒト・モノ・カネ」に関する財務事務の執行について

５　監査の意見及び対応の内容

広島市三滝少年自然の家・広島市グリーンスポーツセンター（指定管理）
（バンガローテントの廃止の検討について）
（所管課：教育委員会事務局青少年育成部育成課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　バンガローテントは老朽化が進んでいるが、建替えを行うには高額な費用が予
想される。利用者数の低迷や夜間の安全面の困難さ、害虫の面なども考慮して廃
止を検討すべきである。
　財政面が厳しい広島市において、老朽化施設に更に予算を投入するのではな
く、県や国の同様の施設の利用を考慮すべきである。
　担当課は、毎年少額とはいえ修繕料がかかっているバンガローテントの今後の
在り方を早急に考慮すべきである。

　三滝少年自然の家・グリーンスポーツセンター
は、施設の一部やその周辺が土砂災害特別警戒区
域に含まれることから、令和５年度に策定予定の
本施設の更新に係る基本計画において、バンガ
ローテントを含めた宿泊機能を廃止し、低年齢層
の子どもや高齢者などの市民が手軽にレクリエー
ションや体力づくり、自然体験などを楽しめる施
設として再整備することとした。
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